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特記仕様書  

 

１ 件名 

  横浜市市庁舎の看板等サインの取付業務委託  

 

２ 目的  

本業務は、新市庁舎内での相談室、ブース、キャビネット、机上等の場所を示す

ための、プレートや置き式・取付式の製造したサインの取付と、エコステーション

のごみ分別用シールや室名サイン等シール状の特殊印刷の貼付を行うものである。 

各サインの形状、数量、指定位置への取付場所については、別紙１「新市庁舎執

務室サイン（印刷製本）リスト」、別紙２「新市庁舎執務室サイン（看板等表示器

具）リスト」、別紙３「新市庁舎サイン設置サイン意匠図（印刷製本）」、別紙４

「新市庁舎サイン設置サイン意匠図（看板等表示器具）」に準ずること。 

なお、これらサインの梱包開封と梱包材撤去は契約に含むものとする。 

  

３ 履行場所 

  横浜市新市庁舎（横浜市中区本町６丁目50番地の10外）内の指定する場所 

 

４ 履行期限等 

（1）日程期間 

 令和２年４月から令和２年５月までの間で、階数やエリア毎に数回に分けて取

付けるものとし、本市が指定した日時にて行うこととする。 

現時点での取付業務予定日は下表のとおり。ただし変更に伴い取付回数が増え

た場合でも、費用は受注者の負担とする。 

ア 取付階・取付エリアは、別紙１「新市庁舎執務室サイン（印刷製本）リス 

ト」、別紙２「新市庁舎執務室サイン（看板等表示器具）リスト」に準ずる

こと。 

イ 取付業務時間枠は終日 00:00～24:00 とする。ただし、終日を使用すること

はできない。別途ＥＶ使用申請が必要となる。 
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ウ 車両ルートは地下２階からとなり、別紙５「新市庁舎搬入ルート図兼養生範

囲図」を参照すること。 

 

取付階・取付エリア 取付期間 

31 階～地下２階 

 

R2/04/16(木)-05/29(金) 

※詳細は別途調整 

 

（2）その他業務条件について 

ア 使用車両の入出時待機は有っても、駐車場の用意はない。 

イ 梱包材撤去時のＥＶ使用については別途ＥＶ使用申請が必要となる。また、 

  持ち帰りの際は、指定された日までに持ち帰ることとする。 

ウ 着手前、各階毎に数量確認を行い不足・不具合がある場合は速やかに報告

すること。 

エ 貼付時に破損・紛失した場合は受注者の負担により製作し貼付すること。 

オ 業務従事の際には、作業責任者が取付期間内常駐をすること。 

カ 業務従事者には服装の統一、腕章等の着用をさせ、当該業務の従事者であ

ることが明らかに認識できるようにすること。 

キ 入退館については供給者の責任者で作業従事員をとりまとめの上、指定の

出入口から入退館を行うこと。 

ク 業務に直接関係ない場所に立ち入らないこと。 

ケ ＥＶ等の設備を使用する時はＥＶオペレーターの指示に従うこと。 

 

５ その他 

搬入及び仕様の詳細に関する疑義については、本市及び移転ＰＭ（株式会社

コクヨマーケティング）の指示によること。 

 

６ 適用文書 

（１）委託契約約款 

   受託者は、本業務を遂行するにあたり、別記「委託契約約款」を遵守しなけ
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ればならない。 

（２）電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項 

   受託者は、本業務を遂行するにあたり、別記「電子計算機処理等の契約に関

する情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

（３）個人情報取扱特記事項 

   受託者は、本業務を遂行するにあたり、別記「個人情報取扱特記事項」を遵  

  守しなければならない。 

 

７ 添付資料 

  別紙１ 新市庁舎執務室サイン（印刷製本）リスト 

別紙２ 新市庁舎執務室サイン（看板等表示器具）リスト 

別紙３ 新市庁舎サイン設置サイン意匠図（印刷製本） 

別紙４ 新市庁舎サイン設置サイン意匠図（看板等表示器具） 

別紙５ 新市庁舎搬入ルート図兼養生範囲図 
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【別紙１】 新市庁舎執務室サイン（印刷製本）リスト

階 場所 諸室名 サイン名称 数量 単位 仕様図番号

31F 北側執務室 経済局 エコステーション用サイン(棚板用) 6 個 1

31F 北側執務室 経済局 エコステーション用サイン(棚板用) 2 個 1

31F 北側執務室 経済局 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

31F 北側執務室 経済局 メール荷受け用サイン 18 個 3

31F 北側執務室 経済局 メール荷出し用サイン 4 個 4

31F 北側執務室 経済局 新聞受け用サイン 1 個 5

31F 南側執務室 経済局／国際局 エコステーション用サイン(棚板用) 6 個 1

31F 南側執務室 経済局／国際局 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

31F 南側執務室 経済局／国際局 メール荷受け用サイン 18 個 3

31F 南側執務室 経済局／国際局 メール荷出し用サイン 4 個 4

31F 南側執務室 経済局／国際局 新聞受け用サイン 1 個 5

31F 北側執務室 経済局／国際局 エコステーション用サイン(棚板用) 2 個 1

30F 北側執務室 港湾局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

30F 北側執務室 港湾局 新聞受け用サイン 1 個 5

30F 南側執務室 文化観光局／国際局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

30F 南側執務室 文化観光局／国際局 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

30F 南側執務室 文化観光局／国際局 メール荷受け用サイン 36 個 3

30F 南側執務室 文化観光局／国際局 メール荷出し用サイン 6 個 4

29F 南側執務室 都市整備局／経済局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

29F 南側執務室 都市整備局／経済局 新聞受け用サイン 1 個 5

29F 北側執務室 環境創造局／都市整備局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

29F 北側執務室 環境創造局／都市整備局 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

29F 北側執務室 環境創造局／都市整備局 メール荷受け用サイン 36 個 3

29F 北側執務室 環境創造局／都市整備局 メール荷出し用サイン 6 個 4

28F 北側執務室 環境創造局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

28F 北側執務室 環境創造局 新聞受け用サイン 1 個 5

28F 南側執務室 環境創造局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1
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【別紙１】 新市庁舎執務室サイン（印刷製本）リスト

階 場所 諸室名 サイン名称 数量 単位 仕様図番号

28F 南側執務室 環境創造局 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

28F 南側執務室 環境創造局 メール荷受け用サイン 36 個 3

28F 南側執務室 環境創造局 メール荷出し用サイン 6 個 4

27F 北側執務室 環境創造局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

27F 北側執務室 環境創造局 新聞受け用サイン 1 個 5

27F 南側執務室 環境創造局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

27F 南側執務室 環境創造局 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

27F 南側執務室 環境創造局 メール荷受け用サイン 36 個 3

27F 南側執務室 環境創造局 メール荷出し用サイン 6 個 4

26F 北側執務室 総務局／会議室/リフレッシュスペース エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

26F 北側執務室 総務局／会議室/リフレッシュスペース
エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

26F 北側執務室 総務局／会議室/リフレッシュスペース メール荷受け用サイン 18 個 3

26F 北側執務室 総務局／会議室/リフレッシュスペース メール荷出し用サイン 6 個 4

26F 北側執務室 総務局／会議室/リフレッシュスペース 新聞受け用サイン 1 個 5

26F 北側執務室 総務局／会議室/リフレッシュスペース 文書保存箱サイン 2 個 8

26F 南側執務室 教育委員会事務局/総務局 エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

25F 北側執務室 建築局／調停委員会室 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

25F 北側執務室 建築局／調停委員会室 新聞受け用サイン 1 個 5

25F 南側執務室 建築局／都市計画課分室 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

25F 南側執務室 建築局／都市計画課分室 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

25F 南側執務室 建築局／都市計画課分室 メール荷受け用サイン 36 個 3

25F 南側執務室 建築局／都市計画課分室 メール荷出し用サイン 6 個 4

24F 北側執務室 建築局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

24F 北側執務室 建築局 新聞受け用サイン 1 個 5

24F 南側執務室 建築局／温暖化対策統括本部 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

24F 南側執務室 建築局／温暖化対策統括本部 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

24F 南側執務室 建築局／温暖化対策統括本部 メール荷受け用サイン 36 個 3
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【別紙１】 新市庁舎執務室サイン（印刷製本）リスト

階 場所 諸室名 サイン名称 数量 単位 仕様図番号

24F 南側執務室 建築局／温暖化対策統括本部 メール荷出し用サイン 6 個 4

23F 北側執務室 資源循環局／環境創造局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

23F 北側執務室 資源循環局／環境創造局 新聞受け用サイン 1 個 5

23F 南側執務室 資源循環局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

23F 南側執務室 資源循環局 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

23F 南側執務室 資源循環局 メール荷受け用サイン 36 個 3

23F 南側執務室 資源循環局 メール荷出し用サイン 6 個 4

22F 北側執務室 道路局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

22F 北側執務室 道路局 新聞受け用サイン 1 個 5

22F 南側執務室 道路局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

22F 南側執務室 道路局 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

22F 南側執務室 道路局 メール荷受け用サイン 36 個 3

22F 南側執務室 道路局 メール荷出し用サイン 6 個 4

21F 北側執務室 道路局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

21F 北側執務室 道路局 新聞受け用サイン 1 個 5

21F 南側執務室 健康福祉局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

21F 南側執務室 健康福祉局 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

21F 南側執務室 健康福祉局 メール荷受け用サイン 36 個 3

21F 南側執務室 健康福祉局 メール荷出し用サイン 6 個 4

20F 西側執務室 水道局（メール集配室） メール荷出し用サイン 2 個 4

20F 南側執務室 水道局 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

19F 北側執務室 交通局 エコステーション用サイン(棚板用) 6 個 1

19F 南側執務室 交通局（倉庫含む） エコステーション用サイン(棚板用) 6 個 1

19F 南側執務室 交通局（倉庫含む） エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

19F 南側執務室 交通局（倉庫含む） メール荷受け用サイン 54 個 3

19F 南側執務室 交通局（倉庫含む） メール荷出し用サイン 6 個 4

19F 南側執務室 交通局（倉庫含む） 新聞受け用サイン 1 個 5
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【別紙１】 新市庁舎執務室サイン（印刷製本）リスト

階 場所 諸室名 サイン名称 数量 単位 仕様図番号

18F 共用会議室（北） ラウンジ１ エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

18F 共用会議室（南） ラウンジ２ エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

17F 北側執務室 医療局・医療局病院経営本部 エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

17F 北側執務室 監査事務局 エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

17F 西側執務室 環境創造局 エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

17F 南側執務室 選挙管理委員会事務局 エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

17F 南側執務室 会計室 エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

17F 南側執務室 人事委員会事務局 エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

17F 南側執務室 人事委員会事務局 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

17F 南側執務室 人事委員会事務局 メール荷受け用サイン 36 個 3

17F 南側執務室 人事委員会事務局 メール荷出し用サイン 6 個 4

17F 南側執務室 人事委員会事務局 新聞受け用サイン 1 個 5

17F 南側執務室 リフレッシュスペース 文書保存箱サイン 2 個 8

16F 北側執務室 健康福祉局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

16F 北側執務室 健康福祉局 新聞受け用サイン 1 個 5

16F 南側執務室 健康福祉局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

16F 南側執務室 健康福祉局 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

16F 南側執務室 健康福祉局 メール荷受け用サイン 36 個 3

16F 南側執務室 健康福祉局 メール荷出し用サイン 6 個 4

15F 北側執務室 こども青少年局／健康福祉局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

15F 北側執務室 こども青少年局／健康福祉局 新聞受け用サイン 1 個 5

15F 南側執務室 健康福祉局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

15F 南側執務室 健康福祉局 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

15F 南側執務室 健康福祉局 メール荷受け用サイン 36 個 3

15F 南側執務室 健康福祉局 メール荷出し用サイン 6 個 4

14F 北側執務室 教育委員会事務局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

14F 北側執務室 教育委員会事務局 新聞受け用サイン 1 個 5



5

【別紙１】 新市庁舎執務室サイン（印刷製本）リスト

階 場所 諸室名 サイン名称 数量 単位 仕様図番号

14F 南側執務室 教育委員会事務局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

14F 南側執務室 教育委員会事務局 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

14F 南側執務室 教育委員会事務局 メール荷受け用サイン 36 個 3

14F 南側執務室 教育委員会事務局 メール荷出し用サイン 6 個 4

13F 北側執務室 こども青少年局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

13F 北側執務室 こども青少年局 新聞受け用サイン 1 個 5

13F 南側執務室 こども青少年局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

13F 南側執務室 こども青少年局 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

13F 南側執務室 こども青少年局 メール荷受け用サイン 36 個 3

13F 南側執務室 こども青少年局 メール荷出し用サイン 6 個 4

12F 北側執務室 財政局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

12F 南側執務室 市民局／教育委員会事務局 エコステーション用サイン(棚板用) 12 個 1

12F 南側執務室 市民局／教育委員会事務局 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

12F 南側執務室 市民局／教育委員会事務局 メール荷受け用サイン 36 個 3

12F 南側執務室 市民局／教育委員会事務局 メール荷出し用サイン 6 個 4

11F 北側執務室 総務局　市民局 エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

11F 北側執務室
総務局　人事部
総務局　総務部

エコステーション用サイン(棚板用) 6 個 1

11F 西側執務室 総務局　人事部人事課業務室 エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

11F 南側執務室 財政局　管財部 エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

11F 南側執務室 財政局　契約部 エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

11F 南側執務室 リフレッシュスペース エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

11F 南側執務室 リフレッシュスペース メール荷受け用サイン 36 個 3

11F 南側執務室 リフレッシュスペース メール荷出し用サイン 6 個 4

11F 南側執務室 リフレッシュスペース 新聞受け用サイン 2 個 5

11F 南側執務室 リフレッシュスペース 文書保存箱サイン 2 個 8

10F 北側執務室 総務局 エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

10F 南側執務室 会議室 エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1
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【別紙１】 新市庁舎執務室サイン（印刷製本）リスト

階 場所 諸室名 サイン名称 数量 単位 仕様図番号

10F 南側執務室 リフレッシュスペース エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

10F 南側執務室 リフレッシュスペース メール荷受け用サイン 9 個 3

10F 南側執務室 リフレッシュスペース メール荷出し用サイン 4 個 4

10F 南側執務室 リフレッシュスペース 新聞受け用サイン 1 個 5

10F 南側執務室 リフレッシュスペース 文書保存箱サイン 2 個 8

9F 北側執務室 政策局 エコステーション用サイン(棚板用) 9 個 1

9F 北側執務室 政策局 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

9F 北側執務室 政策局 メール荷受け用サイン 18 個 3

9F 北側執務室 政策局 メール荷出し用サイン 6 個 4

9F 南側執務室 市民局 エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

9F 南側執務室 政策局（秘書課報道担当） エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

9F 南側執務室 政策局（市政記者室） エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

8F 正副議長秘書室 エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

8F 秘書課・執務室 エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

8F 秘書課・執務室 メール荷受け用サイン 3 個 3

8F 秘書課・執務室 メール荷出し用サイン 4 個 4

8F エコステーション（ごみ置き場） エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

7F 議会局事務室 エコステーション用サイン(棚板用) 6 個 1

7F 議会局事務室 メール荷受け用サイン 21 個 3

7F 議会局事務室 メール荷出し用サイン 4 個 4

7F 議会局事務室 新聞受け用サイン 1 個 5

7F 執務室１、職員・運転手休憩室 エコステーション用サイン(棚板用) 6 個 1

7F 執務室１、職員・運転手休憩室 メール荷受け用サイン 3 個 3

7F 執務室１、職員・運転手休憩室 メール荷出し用サイン 4 個 4

7F 執務室１、職員・運転手休憩室 新聞受け用サイン 1 個 5

7F 執務室１、職員・運転手休憩室 エコステーション用サイン(棚板用) 2 個 1

7F 会議室7-5・6 エコステーション用サイン(棚板用) 6 個 1
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【別紙１】 新市庁舎執務室サイン（印刷製本）リスト

階 場所 諸室名 サイン名称 数量 単位 仕様図番号

7F エコステーション（ごみ置き場） エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

6F エコステーション（ごみ置き場） エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

5F エコステーション（ごみ置き場） エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

3F 市民情報センター・市民相談室 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

3F 市民情報センター・市民相談室 メール荷受け用サイン 3 個 3

3F 市民情報センター・市民相談室 メール荷出し用サイン 4 個 4

3F 市民情報センター・市民相談室 新聞受け用サイン 1 個 5

3F 市民情報センター・市民相談室 室名サイン 11 個 7

3F 市民情報センター・市民相談室 エコステーション用サイン(棚板用) 2 個 1

3F エコステーション（ごみ置き場） エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

3F 案内事務室 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

2F 中央管理センター（防災センター） エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

2F 事務室（よこはま建築情報センター） エコステーション用サイン(棚板用) 3 個 1

2F 事務室（よこはま建築情報センター） エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

2F 事務室（よこはま建築情報センター） 新聞受け用サイン 1 個 5

2F 事務室（よこはま建築情報センター） カウンターフロントパネル用サイン 1 個 6

1F 運営事業者事務室、給湯 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

B1F 給湯室 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

B2F 廃棄物保管庫 エコステーション用サイン（分別ボックス
用）

9 個 2

1,712 個
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【別紙1】 新市庁舎執務室サイン（看板等表示器具 その１）リスト

階 場所 諸室名 サイン名称 数量 単位 仕様図番号

31F 北側執務室 経済局 応接相談ブースサイン 6 個 1-1

31F 北側執務室 経済局 コンセントレーションブースサイン 1 個 1-2

31F 南側執務室 経済局／国際局 応接相談ブースサイン 8 個 1-1

31F 南側執務室 経済局／国際局 コンセントレーションブースサイン 1 個 1-2

31F 南側執務室 経済局／国際局 文書保存箱サイン 2 個 1-3

30F 北側執務室 港湾局 応接相談ブースサイン 6 個 1-1

30F 北側執務室 港湾局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

30F 西側執務室 コミュニケーションエリア 文書保存箱サイン 2 個 1-3

30F 南側執務室 港湾局 休憩室テーブルサイン 1 個 1-4

30F 南側執務室 文化観光局／国際局 応接相談ブースサイン 8 個 1-1

30F 南側執務室 文化観光局／国際局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

29F 北側執務室 都市整備局／経済局 応接相談ブースサイン 6 個 1-1

29F 北側執務室 都市整備局／経済局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

29F 西側執務室 コミュニケーションエリア 文書保存箱サイン 2 個 1-3

29F 北側執務室 都市整備局／経済局 休憩室テーブルサイン 1 個 1-4

29F 南側執務室 環境創造局／都市整備局 応接相談ブースサイン 8 個 1-1

29F 南側執務室 環境創造局／都市整備局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

28F 北側執務室 環境創造局 応接相談ブースサイン 6 個 1-1

28F 北側執務室 環境創造局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

28F 西側執務室 コミュニケーションエリア 文書保存箱サイン 2 個 1-3

28F 北側執務室 環境創造局 休憩室テーブルサイン 1 個 1-4

28F 南側執務室 環境創造局 応接相談ブースサイン 8 個 1-1

28F 南側執務室 環境創造局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

27F 北側執務室 環境創造局 応接相談ブースサイン 6 個 1-1

27F 北側執務室 環境創造局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2
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【別紙1】 新市庁舎執務室サイン（看板等表示器具 その１）リスト

階 場所 諸室名 サイン名称 数量 単位 仕様図番号

27F 西側執務室 コミュニケーションエリア 文書保存箱サイン 2 個 1-3

27F 北側執務室 環境創造局 休憩室テーブルサイン 1 個 1-4

27F 南側執務室 環境創造局 応接相談ブースサイン 8 個 1-1

27F 南側執務室 環境創造局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

26F 北側執務室 総務局／会議室/リフレッシュ 応接相談ブースサイン 4 個 1-1

25F 北側執務室 建築局／調停委員会室 応接相談ブースサイン 6 個 1-1

25F 北側執務室 建築局／調停委員会室 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

25F 西側執務室 コミュニケーションエリア 文書保存箱サイン 2 個 1-3

25F 北側執務室 建築局／調停委員会室 休憩室テーブルサイン 1 個 1-4

25F 南側執務室 建築局／都市計画課分室 応接相談ブースサイン 8 個 1-1

25F 南側執務室 建築局／都市計画課分室 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

24F 北側執務室 建築局 応接相談ブースサイン 6 個 1-1

24F 北側執務室 建築局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

24F 西側執務室 コミュニケーションエリア 文書保存箱サイン 2 個 1-3

24F 北側執務室 建築局 休憩室テーブルサイン 1 個 1-4

24F 南側執務室 建築局／温暖化対策統括本部 応接相談ブースサイン 8 個 1-1

24F 南側執務室 建築局／温暖化対策統括本部 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

23F 北側執務室 資源循環局／環境創造局 応接相談ブースサイン 6 個 1-1

23F 北側執務室 資源循環局／環境創造局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

23F 西側執務室 コミュニケーションエリア 文書保存箱サイン 2 個 1-3

23F 北側執務室 資源循環局／環境創造局 休憩室テーブルサイン 1 個 1-4

23F 南側執務室 資源循環局 応接相談ブースサイン 8 個 1-1

23F 南側執務室 資源循環局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

22F 北側執務室 道路局 応接相談ブースサイン 6 個 1-1

22F 北側執務室 道路局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2
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【別紙1】 新市庁舎執務室サイン（看板等表示器具 その１）リスト

階 場所 諸室名 サイン名称 数量 単位 仕様図番号

22F 西側執務室 コミュニケーションエリア 文書保存箱サイン 2 個 1-3

22F 北側執務室 道路局 休憩室テーブルサイン 1 個 1-4

22F 南側執務室 道路局 応接相談ブースサイン 8 個 1-1

22F 南側執務室 道路局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

21F 北側執務室 道路局 応接相談ブースサイン 6 個 1-1

21F 北側執務室 道路局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

21F 西側執務室 コミュニケーションエリア 文書保存箱サイン 2 個 1-3

21F 北側執務室 道路局 休憩室テーブルサイン 1 個 1-4

21F 南側執務室 健康福祉局 応接相談ブースサイン 5 個 1-1

21F 南側執務室 健康福祉局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

19F 北側執務室 交通局 応接相談ブースサイン 5 個 1-1

19F 北側執務室 交通局 休憩室テーブルサイン 1 個 1-4

17F 北側執務室 医療局・医療局病院経営本部 応接相談ブースサイン 2 個 1-1

17F 南側執務室 人事委員会事務局 休憩室テーブルサイン 1 個 1-4

16F 北側執務室 健康福祉局 応接相談ブースサイン 6 個 1-1

16F 北側執務室 健康福祉局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

16F 西側執務室 コミュニケーションエリア 文書保存箱サイン 2 個 1-3

16F 北側執務室 健康福祉局 休憩室テーブルサイン 1 個 1-4

16F 南側執務室 健康福祉局 応接相談ブースサイン 8 個 1-1

16F 南側執務室 健康福祉局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

15F 北側執務室 こども青少年局／健康福祉局 応接相談ブースサイン 6 個 1-1

15F 北側執務室 こども青少年局／健康福祉局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

15F 西側執務室 コミュニケーションエリア 文書保存箱サイン 2 個 1-3

15F 北側執務室 こども青少年局／健康福祉局 休憩室テーブルサイン 1 個 1-4

15F 南側執務室 健康福祉局 応接相談ブースサイン 8 個 1-1
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【別紙1】 新市庁舎執務室サイン（看板等表示器具 その１）リスト

階 場所 諸室名 サイン名称 数量 単位 仕様図番号

15F 南側執務室 健康福祉局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

14F 北側執務室 教育委員会事務局 応接相談ブースサイン 6 個 1-1

14F 北側執務室 教育委員会事務局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

14F 西側執務室 コミュニケーションエリア 文書保存箱サイン 2 個 1-3

14F 北側執務室 教育委員会事務局 休憩室テーブルサイン 1 個 1-4

14F 南側執務室 教育委員会事務局 応接相談ブースサイン 8 個 1-1

14F 南側執務室 教育委員会事務局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

13F 北側執務室 こども青少年局 応接相談ブースサイン 6 個 1-1

13F 北側執務室 こども青少年局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

13F 西側執務室 コミュニケーションエリア 文書保存箱サイン 2 個 1-3

13F 北側執務室 こども青少年局 休憩室テーブルサイン 1 個 1-4

13F 南側執務室 こども青少年局 応接相談ブースサイン 8 個 1-1

13F 南側執務室 こども青少年局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

12F 北側執務室 財政局 応接相談ブースサイン 6 個 1-1

12F 北側執務室 財政局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

12F 北側執務室 財政局 休憩室テーブルサイン 1 個 1-4

12F 西側執務室 コミュニケーションエリア 文書保存箱サイン 2 個 1-3

12F 南側執務室 市民局／教育委員会事務局 応接相談ブースサイン 8 個 1-1

12F 南側執務室 市民局／教育委員会事務局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

11F 北側執務室 総務局　市民局 応接相談ブースサイン 1 個 1-1

11F 北側執務室
総務局　人事部
総務局　総務部

応接相談ブースサイン 2 個 1-1

11F 南側執務室 財政局　管財部 応接相談ブースサイン 2 個 1-1

11F 南側執務室 リフレッシュスペース 休憩室テーブルサイン 1 個 1-4

10F 北側執務室 総務局 応接相談ブースサイン 2 個 1-1

10F 南側執務室 リフレッシュスペース 休憩室テーブルサイン 1 個 1-4
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【別紙1】 新市庁舎執務室サイン（看板等表示器具 その１）リスト

階 場所 諸室名 サイン名称 数量 単位 仕様図番号

9F 北側執務室 政策局 応接相談ブースサイン 6 個 1-1

9F 北側執務室 政策局 コンセントレーションブースサイン 3 個 1-2

9F 西側執務室 コミュニケーションエリア 文書保存箱サイン 2 個 1-3

9F 北側執務室 政策局 休憩室テーブルサイン 1 個 1-4

7F 議会局事務室 コンセントレーションブースサイン 1 個 1-2

7F 議会局事務室 文書保存箱サイン 1 個 1-3

7F 執務室１、職員・運転手休憩室 応接相談ブースサイン 1 個 1-1

7F 執務室４、職員・運転手休憩室 休憩室テーブルサイン 1 個 1-4

3F 市民情報センター・市民相談室 相談室サイン＊来庁者通路側　(突出型) 8 個 1-7

3F 市民情報センター・市民相談室 相談室(在空付き)サイン＊職員通路側 8 個 1-8

2F 事務室（よこはま建築情報センター） 応接相談ブースサイン 1 個 1-1

2F 事務室（よこはま建築情報センター） 発券機サイン 1 個 1-5

2F 事務室（よこはま建築情報センター） 机上サイン 4 個 1-6

1F 風除室４横スペース 名称サイン（印字） 1 個 1-9

1F 風除室５横スペース 名称サイン（キャプションケース） 1 個 1-10

共通 予備分 応接相談ブースサイン 5 個 1-1

共通 予備分 コンセントレーションブースサイン 5 個 1-2

共通 予備分 休憩室テーブルサイン 10 個 1-4

419 個
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【別紙1】  新市庁舎執務室サイン（看板等表示器具 その２）リスト

階 場所 諸室名 サイン名称 数量 単位 仕様図番号

31F 北側執務室 経済局 キャビネットサイン 129 個 2-1

31F 南側執務室 経済局／国際局 キャビネットサイン 133 個 2-1

30F 北側執務室 港湾局 キャビネットサイン 186 個 2-1

30F 南側執務室 文化観光局／国際局 キャビネットサイン 187 個 2-1

29F 北側執務室 都市整備局／経済局 キャビネットサイン 146 個 2-1

29F 南側執務室 環境創造局／都市整備局 キャビネットサイン 199 個 2-1

28F 北側執務室 環境創造局 キャビネットサイン 184 個 2-1

28F 南側執務室 環境創造局 キャビネットサイン 187 個 2-1

27F 北側執務室 環境創造局 キャビネットサイン 182 個 2-1

27F 南側執務室 環境創造局 キャビネットサイン 157 個 2-1

26F 北側執務室 共用書庫A キャビネットサイン 610 個 2-1

26F 北側執務室 共用書庫B キャビネットサイン 362 個 2-1

26F 北側執務室 総務局／会議室／リフレッシュ キャビネットサイン 70 個 2-1

26F 北側執務室 マイクロフィルム保管庫 キャビネットサイン 330 個 2-1

26F 南側執務室 教育委員会事務局/総務局 キャビネットサイン 77 個 2-1

26F 南側執務室 共用書庫C キャビネットサイン 362 個 2-1

26F 南側執務室 共用書庫D キャビネットサイン 610 個 2-1

25F 北側執務室 建築局／調停委員会室 キャビネットサイン 140 個 2-1

25F 南側執務室 建築局／都市計画課分室 キャビネットサイン 152 個 2-1

共通 予備分 キャビネットサイン 97 個 2-1

4,500 個
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【別紙1】 新市庁舎執務室サイン（看板等表示器具 その３）リスト

階 場所 諸室名 サイン名称 数量 単位 仕様図番号

24F 北側執務室 建築局 キャビネットサイン 177 個 2-2

24F 南側執務室 建築局／温暖化対策統括本部 キャビネットサイン 187 個 2-2

23F 北側執務室 資源循環局／環境創造局 キャビネットサイン 176 個 2-2

23F 南側執務室 資源循環局 キャビネットサイン 133 個 2-2

22F 北側執務室 道路局 キャビネットサイン 177 個 2-2

22F 南側執務室 道路局 キャビネットサイン 151 個 2-2

21F 北側執務室 道路局 キャビネットサイン 143 個 2-2

21F 南側執務室 健康福祉局 キャビネットサイン 193 個 2-2

17F 北側執務室 医療局・医療局病院経営本部 キャビネットサイン 116 個 2-2

17F 北側執務室 監査事務局 キャビネットサイン 60 個 2-2

17F 西側執務室 環境創造局 キャビネットサイン 12 個 2-2

17F 南側執務室 選挙管理委員会事務局 キャビネットサイン 29 個 2-2

17F 南側執務室 会計室 キャビネットサイン 65 個 2-2

17F 南側執務室 人事委員会事務局 キャビネットサイン 26 個 2-2

16F 北側執務室 健康福祉局 キャビネットサイン 186 個 2-2

16F 南側執務室 健康福祉局 キャビネットサイン 192 個 2-2

15F 北側執務室 こども青少年局／健康福祉局 キャビネットサイン 187 個 2-2

15F 南側執務室 健康福祉局 キャビネットサイン 183 個 2-2

14F 北側執務室 教育委員会事務局 キャビネットサイン 192 個 2-2

14F 南側執務室 教育委員会事務局 キャビネットサイン 184 個 2-2

13F 北側執務室 こども青少年局 キャビネットサイン 190 個 2-2

13F 南側執務室 こども青少年局 キャビネットサイン 187 個 2-2

12F 北側執務室 財政局 キャビネットサイン 181 個 2-2

12F 南側執務室 市民局／教育委員会事務局 キャビネットサイン 184 個 2-2

11F 北側執務室 総務局　市民局 キャビネットサイン 68 個 2-2

11F 北側執務室 資料室 キャビネットサイン 36 個 2-2
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【別紙1】 新市庁舎執務室サイン（看板等表示器具 その３）リスト

階 場所 諸室名 サイン名称 数量 単位 仕様図番号

11F 北側執務室
総務局　人事部
総務局　総務部

キャビネットサイン 142 個 2-2

11F 南側執務室 財政局　管財部 キャビネットサイン 64 個 2-2

11F 南側執務室 財政局　契約部 キャビネットサイン 50 個 2-2

10F 北側執務室 総務局 キャビネットサイン 61 個 2-2

9F 北側執務室 政策局 キャビネットサイン 178 個 2-2

9F 南側執務室 市民局 キャビネットサイン 45 個 2-2

9F 南側執務室 政策局（秘書課報道担当） キャビネットサイン 21 個 2-2

8F 正副議長秘書室 キャビネットサイン 13 個 2-2

8F 秘書室２ キャビネットサイン 20 個 2-2

8F 秘書課・執務室 キャビネットサイン 20 個 2-2

7F 議会局事務室 キャビネットサイン 86 個 2-2

7F 執務室３、職員・運転手休憩室 キャビネットサイン 44 個 2-2

3F 市民情報センター・市民相談室 キャビネットサイン 63 個 2-2

2F 事務室（よこはま建築情報センター） キャビネットサイン 36 個 2-2

1F 市民協同推進センター　事務室 キャビネットサイン 14 個 2-2

共通 予備分 キャビネットサイン 28 個 2-2

4,500 個
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

1 エコステーション用サイン　（棚板用）

項目

外形寸法 W100 mm H10 mm

総数量 467個

設置フロア 31/30/29/28/27/26/25/24/23/22/21/19/18/17/16/15/14/13/12/11/10/9/8/7/3/2階

貼付位置 ・スチール製収納庫棚板小口のセンター部分に設置

素材 ・マグネットシート/厚み0.8mm/マットラミネート加工

・塩化ビニル系樹脂強粘着シート

印刷方式 ・インクジェット出力貼

色 ・黒地に白色文字

文字 ・使用フォント：UD新ゴ　印字はシート中央に文字高7～5mm程度

・分別の印字種類は次の全4種。「トナー」「用紙入れ」

「文書保存箱入庫（クリーンセンター書庫行き）」「文書保存箱出庫（各課行き）」

その他 ・数量リストにより、梱包は各フロアー毎にまとめること。

・詳細は本仕様図を参照し、変更点は事前に市と協議して製作をすること。

内容

文書保存箱入庫（クリーンセンター書庫行き）

文書保存箱入庫（各課行き）
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

2 エコステーション用サイン　（分別ボックス用）

項目

外形寸法 W185 mm H185 mm

総数量 243個

設置フロア 31/30/29/28/27/26/25/24/23/22/21/20/19/17/16/15/14/13/12/11/10/9/3/2/1階

貼付位置 ・樹脂製分別ボックスのセンター部分に設置

素材 ・塩化ビニル系樹脂強粘着シート

・シート半抜き、マットラミネート加工、裏面スリット無し

印刷方式 ・インクジェット出力貼

色 ・DIC131（背景） ・黒（文字）

文字 ・使用フォント：UD新ゴ　文字高さ22mm程度。印字及び色は上図のとおり

・分別の印字種類は下記の全9種。

　「乾電池」「電球」「スプレー缶」「資源化できない金属」「資源化できないプラ」

　「小さな金属」「天然ゴム」「ガラス陶磁器」「予備（文字の印字なし）」

その他 ・数量リストにより、梱包は各フロアー毎にまとめること。

・詳細は本仕様図を参照し、変更点は事前に市と協議して製作をすること。

内容
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

3 メール荷受け用サイン

項目

外形寸法 W100 mm H10 mm

総数量 741個

設置フロア 31/30/29/28/27/26/25/24/23/22/21/19/17/16/15/14/13/12/11/10/9/8/7/3階

貼付位置 ・スチール製収納庫棚板小口のセンター部分に設置

素材 ・マグネットシート/厚み0.8mm/マットラミネート加工

・塩化ビニル系樹脂強粘着シート

印刷方式 ・インクジェット出力貼

色 ・黒地に白色文字

文字 ・使用フォント：UD新ゴ　印字はシート中央に文字高7mm程度

・印字内容は庁内課名であるが、事前に市と協議して製作をすること。

（最大約390種類、1月下旬頃提示）

その他 ・数量リストにより、梱包は各フロアー毎にまとめること。

・詳細は本仕様図を参照し、変更点は事前に市と協議して製作をすること。

内容
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

4 メール荷出し用サイン

項目

外形寸法 W300 mm H150 mm

総数量 139個

設置フロア 31/30/29/28/27/26/25/24/23/22/21/20/19/17/16/15/14/13/12/11/10/9/8/7/3階

貼付位置 ・樹脂製分別ボックスのセンター部分に設置

素材 ・塩化ビニル系樹脂強粘着シート

・シート半抜き、マットラミネート加工、裏面スリット無し　

印刷方式 ・インクジェット出力貼

色 ・黒地に白色文字

文字 ・使用フォント：UD新ゴ　印字はシート中央に文字高38mm程度

・分別の印字種類は次の全3種。「庁内」「庁外」「郵便」

その他 ・数量リストにより、梱包は各フロアー毎にまとめること。

・詳細は本仕様図を参照し、変更点は事前に市と協議して製作をすること。

内容
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

5 新聞受け用サイン

項目

外形寸法 W100 mm H10 mm

総数量 24個

設置フロア 31/30/29/28/27/26/25/24/23/22/21/19/17/16/15/14/13/11/10/7/3/2階

貼付位置 ・スチール製収納庫棚板小口のセンター部分に設置

素材 ・マグネットシート/厚み0.8mm/マットラミネート加工

・塩化ビニル系樹脂強粘着シート

印刷方式 ・インクジェット出力貼

色 ・黒地に白色文字

文字 ・使用フォント：UD新ゴ　印字はシート中央に文字高7mm程度

・印字種類は次の全1種。「新聞」

その他 ・数量リストにより、梱包は各フロアー毎にまとめること。

・詳細は本仕様図を参照し、変更点は事前に市と協議して製作をすること。

内容
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

6 カウンターフロントパネル用サイン

項目

外形寸法 W700 mm H155 mm

総数量 1個

設置フロア 2階

貼付位置 ・総合案内カウンターの本体フロントパネル（スチール製）に設置

素材 ・半ツヤカッティングシート/切文字貼（文字）

・シート半抜き、裏面スリット無し

色 ・CS711ホワイト　CS523マリンブルー（文字）

文字 ・使用フォント：UD新ゴ　印字は上図の通り、文字高114mmピクト高156mm程度

・印字内容は、事前に市と協議して製作をすること。

その他 ・数量リストにより、梱包は各フロアー毎にまとめること。

・詳細は本仕様図を参照し、変更点は事前に市と協議して製作をすること。

内容
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

7 室名サイン

項目

外形寸法 W200 mm H30 mm

総数量 11個

設置フロア 3階（市民情報センター開示スペース）

貼付位置 ・相談室のスチールパーティション ドアパネル

素材 ・半ツヤカッティングシート/切文字貼（文字）

・シート半抜き、裏面スリット無し

色 ・CS761　カーボングレー（文字）　

文字 ・使用フォント：UD新ゴ　印字は上図の通り、文字高30mm程度

・印字内容は、事前に市と協議して製作をすること。

その他 ・数量リストにより、梱包は各フロアー毎にまとめること。

・詳細は本仕様図を参照し、変更点は事前に市と協議して製作をすること。

内容
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

8 文書保存箱用サイン

項目

外形寸法 W200 mm　H100m

総数量 8個

設置フロア 26/17/11/10階

貼付位置 ・スチール製収納庫扉の右上部分に設置

素材 ・マグネットシート/厚み0.8mm/マットラミネート加工

・塩化ビニル系樹脂強粘着シート

印刷方式 ・インクジェット出力貼

色 ・黒地に白色文字

文字 ・使用フォント：UD新ゴ　印字はシート中央に文字高26～18mm程度

・印字種類は次の2種 「文書保存箱入庫（クリーンセンター書庫行き）」「文書保存箱出庫（各課行き）」

※必要に応じて2行に分けて記載すること

その他 ・数量リストにより、梱包は各フロアー毎にまとめること。

・詳細は本仕様図を参照し、変更点は事前に市と協議して製作をすること。

内容

1
0
0
0

＜サインイメージ＞

文書保存箱
（クリーンセンター書庫行き）

1
0
0

200

2
6

1
8
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

1-1 応接相談ブースサイン

項目

外形寸法 W250 mm H200 mm D68 mm

総数量 238個（内5個は予備とする）

設置フロア 31/30/29/28/27/26/25/24/23/22/21/19/17/16/15/14/13/12/11/10/9/7/2階

取付位置 ・クロス張のローパーティション(パネル厚さ54mm)に引っ掛けられる仕様とすること

・予約席表示はマグネットで脱着できるようにすること

※裏面はベースプレート同色とする

素材 ・アクリル/厚み5.0mm/スチールシート部分貼（本体）

・アクリル板レーザー、溶剤接着加工（本体）、端部は表面、裏面とも面取り加工とすること

・半ツヤカッティングシート/切文字貼（階数・ブース番号文字）

・アクリル/厚み3.0mm/マグネットシート貼(予約席表示)

印刷方式 ・インクジェット出力貼(予約席表示)

色 ・FANTAREX A-19Mマット（本体）

・CS711ホワイトシート（文字）

文字 ・使用フォント：UD新ゴ　文字高50/18mm程度

・印字内容は、事前に市と協議して製作をすること。

その他 ・数量リストにより、梱包は各フロアー毎にまとめること。

・詳細は本仕様図を参照し、変更点は事前に市と協議して製作をすること。

また、予備分の納品場所は事前に市へ確認すること。

内容

・校正は印刷部分にかかわるデータについて最低２回データ支給にて行い、形状等の確認として本校正を実
物支給にて最低１回は行うものとする。

・発注数量のうち5個は予備とし、階数・ブース番号表記(切文字部分）は不要とする。

両面マグネット仕様

裏面:R10

表面
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

1-2 コンセントレーションブースサイン

項目

外形寸法 W250 mm H200 mm D64 mm

総数量 95個（内5個は予備とする）

設置フロア 31/30/29/28/27/25/24/23/22/21/16/15/14/13/12/9/7階

取付位置 ・コンセントレーションブース　クロス張製ローパーティションに引っ掛けられる仕様とすること

素材 ・アクリル/厚み5.0mm(ベース)

・アクリル板レーザー、溶剤接着加工（ベース）、、端部は表面、裏面とも面取り加工とすること

・半ツヤカッティングシート/切文字貼（文字）

色 ・FANTAREX A-19Mマット(ベース)

・CS711ホワイトシート（文字）

文字 ・使用フォント：UD新ゴ　文字高19/68mm程度

・印字内容は、事前に市と協議して製作をすること。

その他 ・数量リストにより、梱包は各フロアー毎にまとめること。

・詳細は本仕様図を参照し、変更点は事前に市と協議して製作をすること。

また、予備分の納品場所は事前に市へ確認すること。

内容

・校正は印刷部分にかかわるデータについて最低２回データ支給にて行い、形状等の確認として本校正を実
物支給にて最低１回は行うものとする

・発注数量のうち5個は予備とし、名称・ブース番号表記(切文字部分）は不要とする。

表

裏面:R10
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

1-3 文書保存箱用サイン

項目

外形寸法 W200 mm H96 mm D55 mm

総数量 33個

設置フロア 31/30/29/28/27/25/24/23/22/21/16/15/14/13/12/9/7階

取付位置 ・収納庫の天板上に設置

・設置面に3M Y-4950相当/厚み1.14mmの両面テープ貼りとする

素材 ・透明アクリル/厚み3.0mm（本体）

・透明アクリル板曲加工（本体）、端面は糸面取り仕上げとすること

・W198×H96サイズの上質紙（差し替え用紙）

色 ・透明（本体）

・白（差し替え用紙）

・黒（文字）

文字 ・使用フォント：UD新ゴ　文字高18mm程度（差し替え用紙）　用紙中央を基準に印字とする

・印字種類は次の全2種。「文書保存箱入庫（クリーンセンター書庫行き）」「文書保存箱出庫（各課行き）」

いずれも２行で記載し、　印刷用紙を含めて設置すること

その他 ・数量リストにより、梱包は各フロアー毎にまとめること。

・印字内容及びレイアウトは、事前に市と協議して製作をすること。

内容

＜サインイメージ＞

200

9
6

198

文書保存箱入庫
（クリーンセンター書庫行き）

2
6

1
8
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

1-4 休憩テーブル用サイン

項目

外形寸法 W200 mm D80 mm H2 mm

総数量 30個（内10個は予備とする）

設置フロア 30/29/28/27/25/24/23/22/21/19/17/16/15/14/13/12/11/10/9/7階

取付位置 テーブル天板面に両面テープで貼付

素材 ・アクリル/厚み2.0mm 

・塩化ビニル系樹脂強粘着シートにインクジェット出力貼

・裏面に3M Y-4950相当/厚み1.14mmの両面テープ貼り

色 ・DIC91に白色文字

文字 ・使用フォント：UD新ゴ　文字高18/10mm程度

その他 ・数量リストにより、梱包は各フロアー毎にまとめること。

・詳細は本仕様図を参照し、変更点は事前に市と協議して製作をすること。

内容

・校正は印刷部分にかかわるデータについて最低２回データ支給にて行い、形状等の確認として本校正を実
物支給にて最低１回は行うものとする

・発注数量のうち10個は予備とし、納品場所は事前に市へ確認すること。

・テーブル中央に端部から

50mm空けて設置
断面図
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

1-5 発券機用サイン

項目

外形寸法 W400 mm D150 mm H250 mm

総数量 1個

設置フロア 2階

取付位置 発券機の上に設置

素材 ・アクリル/厚み5.0mm (本体)

・アクリル板レーザー、溶剤接着加工 (本体)、端面は糸面取り仕上げとすること

・半ツヤカッティングシート/切文字貼（文字）

色 ・FANTAREX A-62Mマット(本体)

・CS711ホワイトシート（文字）

文字 ・使用フォント：UD新ゴ　文字高84mm程度

その他 ・数量リストにより、梱包は各フロアー毎にまとめること。

・詳細は本仕様図を参照し、変更点は事前に市と協議して製作をすること。

内容
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

1-6 机上サイン

項目

外形寸法 W149 mm D55 mm H210 mm

総数量 4個

設置フロア 2階

取付位置 ・机上に設置

素材 ・透明アクリル/厚み3.0mm（本体）

・透明アクリル板曲加工（本体）、端面は糸面取り仕上げとすること

・A5サイズの上質紙（差し替え用紙）

色 ・透明アクリル（本体）

・白（差し替え用紙）

・黒（文字）

文字 ・使用フォント：UD新ゴ　文字高20mm程度

・印字「建築計画概要書プリンター」×2個、「課金機」「水道局管路情報閲覧システム」各1個

※事前に市と協議して製作をすること。印刷用紙を含めて設置すること

その他 ・数量リストにより、梱包は各フロアー毎にまとめること。

・詳細は本仕様図を参照し、変更点は事前に市と協議して製作をすること。

内容

2
0

2
0
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

1-7 相談室用サイン　（突出型）

項目

外形寸法 W221 mm D24 mm H200 mm

総数量 8個

設置フロア 3階

取付位置 相談室のスチールパーティション支柱にビス留め

素材 ・アルミ型材(取り付け金具)

・アクリル/厚み5.0mm（本体）、端面は糸面取り仕上げとすること

・半ツヤカッティングシート/切文字貼（文字）

色 ・プレート本体　白

・CS761カーボングレーシート（文字）

文字 ・使用フォント：UD新ゴ　文字高49/42mm程度

・印字内容は、事前に市と協議して製作をすること。

その他 ・数量リストにより、梱包は各フロアー毎にまとめること。

・詳細は本仕様図を参照し、変更点は事前に市と協議して製作をすること。

内容
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

1-8 相談室用サイン（在空室表示付き）

項目

外形寸法 W150 mm D9 mm H150 mm

総数量 8個

設置フロア 3階

取付位置 ・相談室のスチールパーティションパネルに両面テープ留め

素材 ・アクリル/厚み5.0mm＋t3.0mm（本体ベース）

・ステンレス鋼板/厚み1.0mm（本体表示面）

・ステンレス鋼板/厚み1.0mm（表示面にスライド式で使用中の表示ができるもの）

・アクリルベースは4辺面取（本体ベース）

・半ツヤカッティングシート/切文字貼（文字）

・裏面に3M Y-4950相当/厚み1.14mmの両面テープ貼り

色 ・CS765カーボングレーシート（文字）

・透明アクリル（本体ベース）

文字 ・使用フォント：UD新ゴ　文字高26 mm程度

・印字内容は、事前に市と協議して製作をすること。

その他 ・数量リストにより、梱包は各フロアー毎にまとめること。

・詳細は本仕様図を参照し、変更点は事前に市と協議して製作をすること。

内容
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

1-9 名称サイン（印字)

項目

外形寸法 W250 mm D40 mm H120 mm

総数量 1個

設置フロア 1階

取付位置 ・展示台の上に設置

素材 ・ステンレス/厚み1.0mm 横目ヘアーライン仕上げ。台座部に滑り止め付(本体)

・アクリルブロック/厚み10.0mm  (表示面)

・表示面のアクリルは置型とし、固定はしないものとする

・半ツヤカッティングシート/切文字貼（文字）

色 ・透明アクリル（表示面）

・CS761カーボングレーシート（文字）

文字 ・印字「横浜華道協会花席」　原稿は市が支給するデータで印刷をすること

その他 ・数量リストにより、梱包は各フロアー毎にまとめること。

・詳細は本仕様図を参照し、変更点は事前に市と協議して製作をすること。

内容

シルク印刷 （文字 黒）
※原稿は市がデータ支給
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

1-10 名称サイン　(キャプションケース）

項目

外形寸法 W250 mm D40 mm H120 mm

総数量 1個

設置フロア 1階

取付位置 ・展示台の上に設置

素材 ・ステンレス/厚み1.0mm 横目ヘアーライン仕上げ。台座部に滑り止め付(本体)

・アクリルブロック/厚み10.0mm  (表示面)

・表示面のアクリルブロックは置型とし、固定はしないものとする

色 ・透明アクリル（表示面）

文字

その他 ・数量リストにより、梱包は各フロアー毎にまとめること。

・詳細は本仕様図を参照し、変更点は事前に市と協議して製作をすること。

内容
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

2-1 キャビネットサイン（執務室収納、26階　共用書庫、マイクロ保管庫）

項目

外形寸法 W58 mm H96 mm

総数量 4500個

設置フロア 31/30/29/28/27/26/25階

取付位置 ・スチール製収納庫の扉又は収納庫内部に配置　※例1～3図を参照とすること

素材 ・アクリル/裏面に厚み0.8mmマグネットシート貼（本体）

・名刺サイズ上質紙（差し替え用紙）

色 ・透明（本体）

・白（差し替え用紙）

・黒（文字）

文字 ・使用フォント：UD新ゴ　文字高16/13mm程度

・印字内容は、事前に市と協議して製作をすること。　印刷用紙を含めて設置すること

その他 ・数量リストにより、梱包は各フロアー毎にまとめること。 

・詳細は本仕様図を参照し、変更点は事前に市と協議して製作をすること。

また、予備分の納品場所は事前に市へ確認すること。

内容

・発注数量のうち127個は予備とし、階数・収納番号表記(印刷部分）は不要とする。

1
0
0
0

3
0
0

100

例1図)  執務室：壁面収納庫への設置

・本体扉に設置

（上下段、1本につき1個）

・引出型は1段につき1個

＜サインイメージ＞



2

新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

2-1 キャビネットサイン（執務室収納、26階　共用書庫、マイクロ保管庫）

●マイクロフィルム入中性紙保存用

●アパチュアカード・フィルムジャケット保存用

1
0
0
0

3
0
0

100

後列は上部の隅に設置

前列、後列は本体扉に設置

（前列：上下段、1本につき1個）

（後列：棚3段につき1個）

例3図)  26階 共用書庫マイクロフィルム保管庫への設置 ・本体扉に設置

（上下段、1本につき1個）

・収納庫の取っ手の高さを基準に設置

＜サインイメージ＞

100

・引出1段につき1個

例2図)  執務室：スライド収納庫への設置
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

2-2 キャビネットサイン（執務室収納）

項目

外形寸法 W58 mm H96 mm

総数量 4500個

設置フロア 24/23/22/21/17/16/15/14/13/12/11/10/9/8/7/3/2/1階

取付位置 ・スチール製収納庫の扉又は収納庫内部に配置　※例1～2図を参照とすること

素材 ・アクリル/裏面に厚み0.8mmマグネットシート貼（本体）

・名刺サイズ上質紙（差し替え用紙）

色 ・透明（本体）

・白（差し替え用紙）

・黒（文字）

文字 ・使用フォント：UD新ゴ　文字高16/13mm程度

・印字内容は、事前に市と協議して製作をすること。　印刷用紙を含めて設置すること

その他 ・数量リストにより、梱包は各フロアー毎にまとめること。 

・詳細は本仕様図を参照し、変更点は事前に市と協議して製作をすること。

また、予備分の納品場所は事前に市へ確認すること。

内容

・発注数量のうち43個は予備とし、階数・収納番号表記(印刷部分）は不要とする。

1
0
0
0

3
0
0

100

例1図)  執務室：壁面収納庫への設置

・本体扉に設置

（上下段、1本につき1個）

・引出型は1段につき1個

＜サインイメージ＞
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新市庁舎サイン設置サイン意匠図 別紙3

2-2 キャビネットサイン（執務室収納）

1
0
0
0

3
0
0

100

後列は上部の隅に設置

＜サインイメージ＞

例2図)  執務室：スライド収納庫への設置

前列、後列は本体扉に設置

（前列：上下段、1本につき1個）

（後列：棚3段につき1個）



D'

G' 7 00
ｘ 700

7 00

ｘ 700

エコボイドエコボイドエコボイド

B

C

D

E

F

G

H

J

2 3 4 5 6 7 8 9 10

複
合

機
ア

ー
ツ

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル

実
行

委
員

会

7

7G

9 8 8

9

12

12

ローパーティションH1500程度

ローパーティションH1500程度

88

ローパーティションH1200程度

9

8
WB付ｽｸﾘｰﾝ WB付ｽｸﾘｰﾝWB付ｽｸﾘｰﾝ

W
B付

ｽｸ
ﾘｰﾝ

88

88

9

WB付ｽｸﾘｰﾝ WB付ｽｸﾘｰﾝ W
B付

ｽｸ
ﾘｰﾝ

WB付ｽｸﾘｰﾝ8 8
ローパーティションH1200程度

8W
B付

ｽｸ
ﾘｰﾝ

H1400程度

H1400程度

9

10

ローパーティションH1500程度

ローパーティションH1500程度

50M

50M

WB付ｽｸﾘｰﾝ

WB付ｽｸﾘｰﾝ

録画機器(ﾋﾞﾃﾞｵ/ﾌﾞﾙｰﾚｲ)

205

205

205

202

201

201

201203

78

77

77

VDI

TV

198198

200

200

199

200

199

199

199

206

206

206

206

210

208

VDI

207

207

207

207

207

207

207

207

207

201

203

211

VDI

VDI212

78

78A

78A

78A

78A

78A

VDI

78A

78A

78A

VDIVDI

TV

TV

VDI

VDI

TV

8

7G

7G

7G
8 8 9

7G7G

9 8 8
7G

8 8 9

7G7G

7G

12

12

9 8 8
7G

8 8 9
7G

9 8 8 8 8 9

7G7G

12

12

9 8 8
7G

8 8 9
7G

7G7G

12

12

9 8 8
7G

8 8 9
7G

9 8 8

7G

12

12

9 8 8
7G

7G

12

12

9 8 8
7G

8 8 9

12

12

99

9

12

12

9

999911

10 999

9
10

999911

10 999

8 8 8 8 8

8 8 8 8

VDI

DTP_H350 DTP_H350 DTP_H350 DTP_H350 DTP_H350 DTP_H350

DTP_H350 DTP_H350 DTP_H350 DTP_H350 DTP_H350

N o 1 9号 Ｅ Ｖ

No20号 Ｅ Ｖ

No18号 Ｅ Ｖ

No17号 Ｅ Ｖ

No23号 Ｅ Ｖ

No24号 Ｅ Ｖ

No22号 Ｅ Ｖ

No21号 Ｅ Ｖ

30人 乗 り

240m/ m i n

3 0人 乗 り

240m/ m i n

3 0人 乗 り

240m/ m i n

3 0人 乗 り

240m/ m i n

3 0人 乗 り

240m/ m i n

3 0人 乗 り

240m/ m i n

3 0人 乗 り

240m/ m i n

3 0人 乗 り

240m/ m i n

69 9 9 9

PS（DHC）

PS

EPS

①

③

④

養生をしていない扉を

プラスチックベニヤ(または板段ボール)

を加工して行うこと

搬入の際に使用する場合は、

扉養生、ガラス及び三方枠を

新市庁舎 基準階 9F～31F新市庁舎搬入ルート図兼養生範囲図

01071048
タイプライターテキスト
別紙５

01071048
長方形



①

③

④

MR-08T2 EPS-08T2

MR-08T1

DPS-08T1 EPS-08T1

EPS-08T3

PS

EPS

DPS-08T2

MR-08T3

PS(DHC)

PS

DS

DS

EPS

PS

PS

受付

受付

スペース
収納

SK

エコボイド1

DS

受付

PS

DS

PS

PS

迎賓用応接室

倉庫

前室D

（第一執務室）

局長室

小応接室

通路3

ロビー2

秘書室1

前室2

通路2

風除ｽﾍﾟｰｽ

休憩室

ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ(外)

第一応接室

倉庫

給湯室2

通路4

第二応接室

女子便所3
男子便所3

通路5

書庫(秘書課)

ゴミ置場

休憩室

執務室1

通路6

秘書室2

応接室1

ロビー3

給湯室3

通路8

秘書課・執務室

会議室

待合室1 待合室2

ロビー４

待合室3

応接室1用倉庫

応接室2

執務室2

執務室3 執務室4

応接室3

執務室5

待合室4

ロビー5

女子便所1

男子便所1

エコボイド2

PS

女子便所2

男子便所2

更衣室

通路７

書庫・倉庫

議会用(北) EVロビ-

男子便所4

女子便所4

給湯室1

議会上部吹抜

屋外設備スペース08

デッドスペース

司
会
者
台

飾
り
棚

ｻｰ
ﾋﾞ
ｽ
ﾃｰ
ﾌ
ﾙ゙

ｻｰ
ﾋﾞ
ｽ
ﾃｰ
ﾌ
ﾙ゙

賓 客用16席 +予備10席

随行員用 20席

ス
ツ

ー
ル

1 26

188

2 4 1 2

複合機

189

駐車場精算機

189

1275

作業台

L
K
12

ｺ
ｰ
ﾄ
ﾊ
ﾝｶﾞｰ

姿
見

ｺ
ｰ
ﾄ
ﾊ
ﾝｶ
ﾞｰ

姿
見傘 立30人用傘立30人用

L
K
12

L
K
12

ロッカー2 ロッカー1

食器棚

ﾜｺﾞﾝｽﾍﾟｰｽ

×5脚

ｴｺｽﾃｰｼｮﾝ

8
8
0

760

MR-08C1

ロビー1

旗立台

ﾜｺﾞﾝ
ｽﾍﾟｰｽ

食器棚

（第二執務室）

コートハンガー

126 126

126 126

飾り棚

サービス
ボード

コートハンガー

1
26

1
26

サービス
テーブル

コートハンガー

コートハンガー

（ 20席）

（ 14席）

飾り棚

飾り棚

（7席）

（ 12席）

（6席）

50K

50K

マルチサイン
50K

20TP

50天

1
26

1
26

2

B

C

D

E

F

G

H

J

3 4 5 6 7 8 9 102

B

C

D

E

F

G

H

J

3 4 5 6 7 8 9 10

ゴミ箱

ゴミ箱

ゴミ箱

ゴミ箱

ゴミ箱

ゴミ箱

ゴミ箱

ゴミ箱

EPS-08C1

傍聴席

非常用EVロビ-

(議会用(南))

副議長室

正議長室

カウンター

執務室1前室

花台

ローパーティション

ピクチャーレール

126126

コートハンガー

1
26

1
26

サービス
テーブル

複
合

機

1
68

コートハンガー

サービス

テーブル

飾
り

棚

L
K4

L
K4

L
K4

L
K4

L
K4

L
K4

L
K4

L
K4

L
K4

秘書課

サービステーブル

飾り棚

1885

サービス
テーブル

飾り棚

コートハンガー

1
26

1
26

1
26

1 26

コートハンガー

ソファーベッド

126126 126

4人用  9台

36人分

コートハンガー

4
8
15

花台

ゴミ箱

ゴミ箱

1
26

1
26

台
座

1
26

1
26

1
26

ｻ ｰﾋ ﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ

126 126 126

ローカウンター

多目的便所2

多目的便所2

1
26

コートハンガー

コートハンガー

飾
り

棚

旗立台

サービス
テーブル

50K

台
座

50K

附室B

（業務用）

附室A
（業務用）

A階段

B階段

L階段

K階段

C階段

D階段

LOWロビー

No27号

EV

No28号

EV

(非)

No25号

EV

No26号

EV

(非)

センターテーブル

木製書棚・ ﾛｯｶｰ

両袖机

肘付回転イス

アームチェアー

サイド
テーブル

センター
テーブル

メモ台付イス

肘付回転イス

大型会議

木
製

書
棚

サイド

テーブル
センター

テーブル

サイド

テーブル

サイド
テーブル

アームチェアー

センター

テーブル

会議用イス

木製ﾛｯｶｰ

木
製

書
棚

両袖机

肘付回転イス

サイド

テーブル

アームチェアー

センター

テーブル

肘付回転イス

ワゴン

更
衣

ロ
ッ

カ
ー

1 885 1885 1885

ハイキャビ

サービス
テーブル

ミーティング

テーブル

会議用イス

片袖机

2410PR

靴箱

木
製

書
棚

両袖机

肘付回転イス

木
製

ﾛ
ｯｶ
ｰ

サブテーブル

P
R

サブワゴン

P
R

P
R

防災無線

下 :PR 1885

ｻﾆﾀﾘｰBOX

ｻﾆﾀﾘｰBOX ｻﾆﾀﾘｰBOX

ｻﾆﾀﾘｰBOX

ｻﾆﾀﾘｰBOX

ｻﾆﾀﾘｰBOX

ｻﾆﾀﾘｰBOX

ｻﾆﾀﾘｰBOX

ｻﾆﾀﾘｰBOX

ｻﾆﾀﾘｰBOX
壁面装飾

棚

（建築付帯）

更衣スペース

ｻﾆﾀﾘｰBOXｻﾆﾀﾘｰBOX

ｻﾆﾀﾘｰBOX

(お盆台)

(お盆台)

(お茶置)

全52fm → 3.25fm/人

集積所

姿見

空気清浄機

AVボード

花台

ｸﾛｰｾﾞｯﾄ

サイドボード

旗立台

ローパーティションH1200程度

シュレッダー

159

ワゴン

会議用
テーブル

飾
り

棚

（ 12席）

（ 12席）

部長

H
35

0程
度

部長

H350程度

肘付回転イス

テーブル

登退庁操作ﾉｰﾄPC

花瓶

ロッカー

センター

テーブル
サイド
テーブル
(お茶置)

木
製

書
棚

飾
り

棚

木
製

書
棚

サイド
テーブル

スツールスツール

複
合

機

ハ
イ

キ
ャ

ビ
ネ

ッ
ト 2
6
fm

全46.8fm→7.8fm/人

R
B

ﾘ ｻｲｸﾙﾎﾞｯｸｽ

ビ
ジ

ネ
ス

セ
ー

バ
ー

5
2
fm

R
B

ﾘ ｻｲｸﾙﾎﾞｯｸｽ

126

1
26

会議用イス
会議用
テーブル

（ 32席）

2
4
12

2 412

会議用イス

会議用

テーブル

（ 14席）

コートハンガー

上部ピクチャーレール

カーテン

造作棚

造
作

棚

上部ピクチャーレール

カーテン

上部ピクチャーレール

上部ピクチャーレール上部ピクチャーレール

ピクチャーレール
上部

上部ピクチャーレール

造作棚

空気清浄機

(DVD)

空気清浄機

ﾎﾟｯﾄ
冷

ｺｰﾋｰﾒｰｶｰ

給茶

D
VD

ｺ ｰﾋｰﾒｰｶｰ

ストーブ

出勤ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ

駐車場認証機

空気清浄機

空気清浄機空気清浄機
空気清浄機

ｺｰﾋｰﾒｰｶｰ

(DVD) (DVD)
(DVD)

行動予定表

上部

サービス
テーブル

サービス
テーブル

センター

テーブル

センター

テーブル

分別ボックス (45L)

分別ボックス (45L)

分別ボックス (45L)

オットマン

分別ボックス (45L)

姿見

1
27

壁付

ｻﾆﾀﾘｰBOX

1
27

飾
り

棚

1
27

2 412

LP:H1800

飾
り

棚

2 412

1
27

コートハンガー

ハイキャビネット

木
製

書
棚

2 412

1
26

防災無線

防災無線
防災無線

TEL台

2
4
12

2
4
12

2
4
12

2
4
12

1 845

1845

9
45

1
4
1
2

2
0
.
8f
m

1
2
1
2

頭つなぎ

頭つなぎ

ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機

監視ｶﾒﾗ用ﾉｰﾄPC

ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機

PCﾗｯｸ

監視ｶﾒﾗ操作ﾉｰﾄPC
防犯･入退室設備ﾉｰﾄPC

3台

1
261
261
26

CH=2800

20TP

H1600程度

金庫

頭つなぎ

H1800
パネルスクリーン

(DVD)

(DVD)

守衛待機用カウンター

PR

姿見

姿見

P
R

PR PR台

Y

2
09

造作家具

造
作

家
具

1
26

1
26

2
09

1
68

ｻ ﾆﾀﾘｰBOX

ゴミ箱

ｻﾆﾀﾘｰBOX

ゴミ箱

ゴミ箱

ﾒ
ｰﾙ

ﾒ
ｰﾙ

ロ ッ カ ー
キ ャ ビ ネ ッ ト

ロ
ッ

カ
ー

キ
ャ

ビ
ネ

ッ
ト

旗立台

旗立台 旗立台

旗立台

4
09

V DI

花
台

お茶出台

文具

50K

50K

茶殻入れ

要確認

位置変更

要確認

位置変更

要確認

189

サービス

可動式ｽｸﾘｰﾝ

事 務 局 用 6脚

ｽﾀｯｷﾝ ｸ ﾞ ﾁ ｪ ｱ 1 0脚

ロ ビ ー 3用

台

台

台

台

丸椅子

丸椅子 丸椅子 丸椅子

丸椅子1212 1212
LP:H1800

66

ﾎﾟｯﾄ
冷

ｺｰﾋｰﾒｰｶｰ
ﾎﾟｯﾄ

冷

ｺｰﾋｰﾒｰｶｰ

1212

6

LP:H1800

LP:H1800

6

1212

冷

4
5
6 9

7 LP:H2100

506

要確認

(DVD)

事
務

局
用

6
脚

トナー/用紙入れ

文
具

トナー/用紙入れ

来客控室

上 部 ピ ク チ ャ ー レ ー ル 上 部 ピ ク チ ャ ー レ ー ル

上 部 ピ ク チ ャ ー レ ー ル 上 部 ピ ク チ ャ ー レ ー ル上 部 ピ ク チ ャ ー レ ー ル

上 部 ピ ク チ ャ ー レ ー ル 上 部 ピ ク チ ャ ー レ ー ル

上 部 ピ ク チ ャ ー レ ー ル

126 126 126

コートハンガー

コートハンガー

（6席）

126

6

7

9

9

9

9

6 L P : 2 1 0 0 H

来客控室

（6席）

950950

頭つなぎ

頭つなぎ

頭つなぎ

1 2 1 2

2 4 1 2 1 2 1 2

1
4
1
2

2
4
1
2

2
4
1
2

1
2
1
2

2 4 1 2

養生をしていない扉を

プラスチックベニヤ(または板段ボール)

を加工して行うこと

搬入の際に使用する場合は、

扉養生、ガラス及び三方枠を

新市庁舎 5F～8F新市庁舎搬入ルート図兼養生範囲図

01071048
タイプライターテキスト
別紙５

01071048
長方形



①

③

55
°

5
5
°

55
°

5
5
°

応接室3

収納庫

機
器
台

Ｗ
Ｂ

司
会

者
台

3人
用
ﾛｯｶｰ

BK

冷

12
7

ソ
フ
ァ
ベ
ッ
ド

WB

WB

15
6

WB

15
6

WB

15
6

電
話
台

電
話
台

電
話
台

15 75

応接室2

傘置場

総合受付

前室

議会エントランス
ロビー

パンフレット

駐車券

鍵付傘立４５本ｘ３

5 48 .5

（ 135本）

守衛待機用カウンター
PRコーナー

閲覧室1

スタンド

展示パネル(両面)
3枚

シ
ョ

ー
ケ

ー
ス

シ
ョ

ー
ケ

ー
ス

（空調機械室）

（空調機械室）

市民ラウンジ

控室

図書室

閲覧室２

閉架書庫

清掃員
休憩室

受付

コーナー
バック
スペース

女子便所3

Ｄ階段

通路1

通路2

MR-03C2

MR-03C3

PS

清掃用具倉庫

PS

EPS

12 9

検
索
機
器
台

ﾌﾞ ｯｸﾄﾗｯｸx3

ピ
ク
チ
ャ
ー
レ
ー
ル

ピ
ク
チ
ャ
ー
レ
ー
ル

12 9

12 9

12 9

12 9

雑
誌
架
(6
0誌

分
）

既
存
品
転
用

展
示

パ
ネ

ル

W
2
8
0
0
x
H
1
9
1
0

複
式
書
架
２
連
5段

x25台

車椅子キャレル

（拡大読書器対応）

93 0x 63 0×
1 00 0

93 0x 63 0

9 3 0 x 6 2 1 x 7 5 0

97

18
9

18
9

WB

壁
付
書
架
5段

電
話
台45 0×

4 50

複
合
機

127

複
合
機

A4単
式
7段

固
定

A4複
式
7段

複
式
移
動

授乳室

授
乳
用
椅
子

ベ
ビ
ー
ベ
ッ
ド

カ
ー
テ
ン

ゴ
ミ
箱

LK4

BK

冷

ク
リ
ー
ン
ロ
ッ
カ
ー

棚

126

126

時
計

クローク

事務室

手
荷

物
用

ロ
ッ

カ
ー

（
3列

3段
x9台

）

食器棚

冷

電気機器基礎
4 0 0× 1,50 0× H100

1275

ﾜｺﾞﾝ

給湯室

1212

ｽﾍﾟｰｽ

手荷物預り品収納庫

手
荷

物
預

り
品

収
納

庫

図
書

室
利

用
案

内
表

示

（空調機械室）
MR-03C1

ロッカー

（ 3列3段 x5台）

DPS-03C2
ロビー

DPS・DS

PS

PS
SK

吹抜

公衆

31 32

30 29

非常用EVロビー

（議会用(南)）

男子便所

Ｃ階段

電話

H階段

PS

PS

PS
ゴミ置場

2

B

C

D

E

F

G

H

J

3 4 5 6 7 8 9 10

PS

EPS-03T4

市民情報センター・市民相談室

E階段

MR-03T2

案内事務室

応接室2

（受付用）

36

通路5

附室Ａ 

（業務用） 

応接室3
（受付用）

倉庫２

EPS-03T5

ﾒﾝﾃ通路1

ローカウンター

市政情報カウンター

市民相談室 14名

会議室

（24名）

ローカウンター

待合スペース

掲
示

コ
ー

ナ
ー

ロッカースペース

メール

車 椅 子 ス ペ ー ス

（ W900x D 3 0 0）

書庫

掲
示

コ
ー

ナ
ー

複合機

159159

ロッカースペース

159159

更衣スペース 兼 倉庫

24扉24扉

コ ー ト ハ ン ガ ー

傘立
傘立

上:共用

防災服セット収容棚(MAX60)

職 員 用 通 路

PS
SK

DPS-03T2 EPS-03T2
PS

給湯

PS・ SK

通路

女子便所2

DS

DPS-03T3

EPS-03T3

附室Ｂ
（業務用） 

応接コーナー

守衛室

（分室）

グランドロビー

MR-03T1 DPS-03T1 EPS-03T1
SK

PS

PS

総合案内所

受付ｶｳﾝﾀｰ

自立サイン（別途）

通路3

PS

65
K

マルチサイン

登庁盤

マルチサイン
登庁盤

映像音響
180SC天

映
像
音
響

18
0S
C天

映
像
音
響

18
0S
C天

倉庫1

マ
ル
チ
サ
イ
ン

CH:3000

下 :事務用品・ ｴｺｽﾃｰｼｮﾝ

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

18
45

演
台

18
45

18
45

18
45

18
45

1 8 4
5

W 1 8 0 0

189189

ゴ
ミ
箱

ゴ
ミ
箱

ゴ
ミ
箱

ゴ
ミ
箱

ゴミ箱

ゴミ箱 ゴミ箱

ゴミ箱

ゴミ箱

応接室1

一般用EV

吹抜

マルチサイン

50K

マルチサイン
65M

マルチサイン
50自･TP

マルチサイン
50K

PJ

PJ

認証機

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

ゲ
ー

ト

（
建

築
で

設
置

）

マルチサイン  50自

96

2412

2111

12751275

186 186 186

186186186

1
86 1

86

1 845945

PJ

ローパーティションH2100程度

ローパーティションH2100程度

ローパーティションH1200程度

ローパーティションH2100程度

ローパーティションH2100程度

18
45

12
75

電
話
台

姿
見

便所3

多目的
便所2

多
目
的
ル
ー
ム
（
192席

/MAX）

多目的

Ｂ階段

Ａ階段

インフォボード

マルチサイン
会議案内

50K

20TP

50K

ﾎﾟ ｯﾄ

1
5
75

B K

非常用ﾎﾞﾀﾝ

非常用ﾎﾞﾀﾝ

ｻﾆﾀﾘｰBOX

ｻﾆﾀﾘｰBOX

ｻﾆﾀﾘｰBOX

ｻﾆﾀﾘｰBOX

ｻﾆﾀﾘｰBOX

ｻﾆﾀﾘｰBOX

3

ｻﾆﾀﾘｰBOX

姿見

ST

ふ
た
無

ローパーティションH2100程度

LK4LK4LK4LK4

6段書架

6段書架

6段
書
架

4段書架

4段書架

4段書架

4段書架

4段書架

4段書架

4段書架

6段書架

柱型サイン グランドロビー

146

棚

分
別
ボ
ッ
ク
ス

(4
5L
)

分 別ボックス (45L)

2
4
12

2
4
12

1
89

汚物入れ

汚物入れ

1845 1845

1845

1845

1845

1845

ハ
イ

キ
ャ

ビ
ネ

ッ
ト

頭つなぎ

コインベンダー

ディスクコピー機

ベ
ン

チ
ベ

ン
チ

ベ
ン

チ
ベ

ン
チ

(CH=4000)

車
椅

子

担架

さすまた

マルチサイン
65M

独

独

独

独

緊急呼出 ﾎﾞﾀﾝ

ﾎﾟ ｯﾄ

L F A X

ﾎﾟｯﾄ

AED

駐車券認証機
タクシーの案内表示

独 独

77

ベ
ン

チ
ベ

ン
チ

ベンチ ベンチ

ベンチ

電
話
台

45 0×
4 50

(可搬式)

126

冷

非 常 用 ﾎﾞﾀﾝ受 信 機

市 民 相 談 室 (8部 屋 )
市民情報センター 1+21

CH:3000 OAフロア (H:50)

資料「③各課業務システム･共用端末一覧(VDI用端末は除く)」より

市民情報課配置先要確認
7171x2台

頭つなぎ

頭つなぎ

棚

CL
K

イ
ス
平
行
ス
タ
ッ
ク
88
脚
収
納

Ｗ
Ｂ

造作家具
長椅子1500×570

×2

拡
大
読
書
器

720×440

H1
66
6

H1
66
6

H1
66
6

H1
66
6

H1
66
6

H1
66
6

H1
66
6

H1
66
6

H1
66
6

H1
66
6

H1
66
6

(可動式)

ベンチ

ベ
ン

チ
ベ

ン
チ

ベ
ン
チ

ベ
ン
チ

ベンチ ベンチベンチ ベンチ ベンチベンチ ベンチ ベンチ

販売コーナー

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ

ス
ト

ッ
ク

ﾄ ﾚ ｰﾄ ﾚ ｰ

ふれあいショップ

雑
誌

架

雑
誌

架
雑

誌
架

カ
ウ

ン
タ

ー

刊行物

ベ
ン

チ

小 型家電回収BOXｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ回収BOX

建築変更あり

管 理 用 シ ャ ッ タ ー 検 討

1130H

コ ー ト ハ ン ガ ー

RB RB

建築変更あり
1 8 / 0 8 / 0 1

建築変更あり
1 8 / 0 8 / 0 1

パーティション
2800H（ﾗﾝﾏｵｰﾌﾟﾝ）

2
1
6
0
H

2
1
6
0
H

9 5 5 H

2806

4 0 0 H

仕 切 り ﾊﾟﾈﾙ

ス ツ ー ル ス ツ ー ル

LGS壁 LGS壁

ス ツ ー ル

CH

W18 0 0

ス ツ ー ル

CH

W18 0 0

ス ツ ー ル

CH

W18 0 0

ス ツ ー ル

CH

W18 0 0

ス ツ ー ル

CH

W18 0 0

ス ツ ー ル

CH

W18 0 0

ス ツ ー ル

CH

W18 0 0

ス ツ ー ル

CH

ﾊｲﾁ ｪ ｱ

傘 立

ﾊﾟﾝﾌ

ﾊ ﾟ ﾝ ﾌ

ﾊ ﾟ ﾝ ﾌ

ﾊ ﾟ ﾝ ﾌ

ﾊ ﾟ ﾝ ﾌ

ﾊ ﾟ ﾝ ﾌ

ﾊ ﾟ ﾝ ﾌ

W
1
8
0
0

衝
立

H
1
5
0
0

ｻ ｲ ﾝ ﾎ ﾟ ｰ ﾙ

ｻ ｲ ﾝ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ ﾞ
ｻ ｲ ﾝ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ ﾞ

ﾜ
ｺ
ﾞ
ﾝ

茶 ｶﾞﾗ

茶
ｶ゙ ﾗ

茶
ｶ゙ ﾗ

RB

茶 ｶﾞﾗ

茶 ｶﾞﾗ

2806

3 5 0 H

ﾃ ﾞ ｽ ｸ ﾄ ｯ ﾌ ﾟ ﾊ ﾟ ﾈ ﾙ

部 長

茶
ｶ゙
ﾗ

レ
ジ

シ ョ ー ケ ー ス 0
9
5

2段 積 み

傘 立

テ
ー

ブ
ル

ﾊ
ｲｶ

ｳﾝ
ﾀｰ

1
2
4
5

テ
ー

ブ
ル

1 2 4 5

A 0 -マ ッ プ

2段 積 み

LGS壁（ ﾗﾝﾏｵｰﾌﾟﾝ）

A 0 -マ ッ プ

1 ,0 00

相 談 予 定 表

1130H

1
1
3
0
H

1
1
3
0
H

1
1
3
0
H

W
1
8
0
0
*
3
枚

サウンドマスキング（天井）吸音パネル（壁面）

サウンドマスキング（天井）

ﾜ ｺ ﾞ ﾝﾜ ｺ ﾞ ﾝﾜ ｺ ﾞ ﾝﾜ ｺ ﾞ ﾝﾜ ｺ ﾞ ﾝﾜ ｺ ﾞ ﾝﾜ ｺ ﾞ ﾝﾜ ｺ ﾞ ﾝ

L
P
:
1
2
3
5
H

壁固定

壁固定

空ﾜ ｺ ﾞ ﾝ

ﾜ ｺ ﾞ ﾝ

ﾜ ｺ ﾞ ﾝ

ﾜ ｺ ﾞ ﾝ

ラ
ッ

ク

O A

8 25

雑
誌

架

ｵ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾝ
架

ｵ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾝ
架

雑
誌

架

ｵ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾝ
架

9
5
0

ﾛ
ｰｶ

ｳﾝ
ﾀｰ1
6
6

9 5 5 H

ﾛ ｰ ﾀ ｲ ﾌ ﾟ

ﾛ ｰ ﾀ ｲ ﾌ ﾟ

ﾊ ｲ ﾀ ｲ ﾌ ﾟ

1
0
0
0

2 ,1 04

1 ,5 39

1
,5

0
0

1 ,6 00 1 ,2 00

1
2
0
0

L
P
:
1
2
3
5
H

1
1
5
0

1
2
5
0

1
2
5
0

雑
誌

架

ス ツ ー ル

1
89

建築変更あり
1 8 / 0 8 / 0 1

1 8 / 0 8 / 0 1

1
,0

7
3

（ ｻｲﾝ工 事 検 討 ）

93 0x 62 1

93 0x 62 1

93 0x 62 1

9
3
0
x
6
2
1

2
4
12

2
4
12

2
4
12

2
4
12

2
4
12

2
4
12

2
4
12

2
4
12

頭つなぎ

7
7
3

▼

④

養生をしていない扉を

プラスチックベニヤ(または板段ボール)

を加工して行うこと

搬入の際に使用する場合は、

扉養生、ガラス及び三方枠を

新市庁舎 3F新市庁舎搬入ルート図兼養生範囲図

01071048
タイプライターテキスト
別紙５

01071048
長方形



①

③

⑤

J階段

No28号

PS PS

DPS-02T4

吹抜

No31号 No32号

非常用

PS

PS

No33号

PS

EPS-02T4

PS PS

DS

EPS-02T3

PS

PS

PS

PS

DPS-02C1

PS

MR-02T1

PS

PS

PS・SK

PS

DS

PS

EPS-02T1

PS

EPS-02C1

PS

SK

PS

給湯

事務室・医務

エントランス

更衣・休憩

乳幼児ＷＣ

調乳

調理室

前室・食品庫

小規模保育事業

（更衣室1）

商業(飲食5）

※対象外

商業(飲食6)

※対象外

商業(飲食7)

※対象外

商業(飲食8)

※対象外

商業(飲食9)

※対象外

商業(物販7)

※対象外

商業(物販8)

※対象外

商業(サービス1)

※対象外

商業(サービス2)

※対象外

商業エリア

※対象外

※対象外

商業(物販6)

※対象外

商業(金融2)

※対象外

商業(サービス3)

※対象外

商業倉庫

ギャラリー1

ゴミ箱

ゴ
ミ
箱

ゴ
ミ
箱

ゴミ箱

ゴミ箱

ゴミ箱

冷

喫煙室

靴
箱

守衛控室

50自

50自

50TP自

50自

ギャラリー2

商業(金融1･銀行)

※対象外

風除室3

風除室4

（更衣室2）

（更衣室3）

（仮眠室2）

（仮眠室1）

守衛本部

通路4

通路5

通路3

通路1

事務室

非常用EVロビー

(議会用(南)）

前室C

男子便所1

女子便所1

男子便所3

（職員用）

女子便所3

（職員用）

附室B

(業務用)

附室A

(業務用)

女子便所2

男子便所2

風除室1

通路2

脱衣

かご

傘

傘

傘

風除室2

ベンチ

常

設

中央監視システム

電灯盤(2L-6)

親時計盤

トップライト制御盤

ESC監視盤

ELV監視盤

小規模放水銃制御盤

放水型SP制御盤

火災通報装置収納盤

非常電話制御盤

防災表示盤(総合操作盤)

火災受信機

自火報インターフェース盤

インターホン親機複合盤

太陽光発電データ収集装置

･SK

非常用

ＥＶ

No27号

ＥＶ

I階段

ＥＶ ＥＶ

ＥＶ

F階段

No26号

非常用

ＥＶNo25号

ＥＶ

No36号

ＥＶ

No34号

ＥＶ

B

C

D

E

F

G

H

J

P

S3

S4

S5

S6

A

K

L

M

N

LK1

B
K

金
庫

ｻﾆﾀﾘｰBOX

ｻﾆﾀﾘｰBOX

ｻﾆﾀﾘｰBOX

ｻﾆﾀﾘｰBOX

押
入
れ

押
入
れ

喫煙ｶｳﾝﾀｰ

倉庫1

傘

1
4
8

ITV機器収納盤

非常放送架

誘導灯信号装置収納盤

(誘導灯信号装置)

(空調・衛生)制御盤

中央監視システム

(電力)制御盤

電灯盤

(2L-7)

1
4
8

1
4
8

1
4
8

1
4
8

1
4
8

2
0
8

2
0
8

1
2
8

1
2
8

1
2
8

1
2
8

1
2
8

1
2
8

1
6
8

1
6
8

中央管理室

（防災センター）

（重要機能室）

1
4
8

1
4
8

1
4
8

1
0
8

（展示スペースB）

水辺ラウンジ

T
1
5
4
5

自
販
機

自
販

機

R
B

ﾘｻｲｸﾙﾎﾞｯｸｽ

D1
46

保育室

灰皿 灰皿

灰皿

灰皿

灰皿

※対象外

※
対

象
外

LK1
LK1 LK1

LK1
LK1

脱衣

かご

ベンチ

分別ボックス(45L)

燃やす(蓋付)

プラ(蓋なし)

分別ボックス

缶

ビ
ンペ
ッ
ト

燃
や
す
(
蓋
な
し
)

そ
の
他
紙
(
蓋
な
し
)

プ
ラ
(
蓋
な
し
)

ﾛｯｶｰ

ﾛｯｶｰ

ゴ
ミそ

の
他

トナー/用紙入れ

R
B

ゴミ箱

汚物入れ

汚物入れ

(45L)

A
E
D
(
可
動
式
)

LK1

※建築変更

こあがり/たたみ

L
Y

Y

Y

ベンチ ベンチベンチ ベンチ ベンチベンチ

D
N

N
o
6

U
P

N
o
5

D
N

N
o
7

U
P

N
o
8

D
N

N
o
9

U
P

N
o
1
0

DN

No11

UP

No12

茶
殻
入
れ

SE1845

9
5
0

965965965965965965

頭つなぎ 1
,1

6
5

965965

ダンボール

（仮称）都市づくり発信スペース

1
2

1
2

缶

ビン

ペット

燃やす(蓋なし)

その他紙(蓋なし)

プラ(蓋なし)

金
庫

集密書架更衣室

更衣室

集計スペース

待合スペース

（
ｵ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾝ
収
納
）

C
O
-
H
1
6
6

T189

16席

L
P
:
H
1
2
0
0
程
度

LP:H1200程度

L
P
:
H
1
2
0
0
程
度

20席

共用機器スペース

打合せスペース

（1.9㎡）

（10.2㎡）

D126

1
8
人
用

C
O
-
L
1
6
8

証明書発行専用

1212

2412

D1212

D2412

D2412

D1212

D1212

12

8

8

D166

トナー/用紙入れ

電気ポット

その他ゴミ

茶殻

冷蔵庫

RB3
ダンボール

使用済みトナー

エコステーション

4人用×3本=12人

4人用×4本=16人

1
2

W
6
0
0

W
6
0
0

1500H

1440H

約400KG

ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ

事務用品

ﾎﾞｲｽｺｰﾙ台

オペレーター

受付台

LP:H1800程度

机下機器ワゴン

D187
1000H

720H

720H

900H

オペレーター

D126
720H

9 12

オペレーター

9

12

12

（転用）

（転用）

（転用）

机下機器ワゴン

机下機器ワゴン

机下機器ワゴン

D247
1000H

A4横
 6段

D186

審査用デスク

2280H

2280H

2280H

2280H

2280H

2280H

2
1
5
0
H

1
1
2
0
H

1
1
2
0
H

2265H

1
1
2
0
H

2
2
6
5
H

2
2
6
5
H

1
1
2
0
H

1120H

D247
1000H

ﾊｲﾀｲﾌﾟ

1
2

1
2

1
2

（
ｵ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾝ
収
納
）

ﾊｲﾀｲﾌﾟ

ﾁｪｱ

パネル

可動

固定パネル

H1300

中間ｽｸﾘｰﾝ

H1300

H1300

固定パネル

固定パネル

950H

720H

D126

D126

D187

2
1
0
0
H
程
度

D126

A4横
 6段

A4横
 6段

A4横
 6段

A4横
 6段

A4横
 6段

LK4

LK4

LK4

LK4

LK4

LK4

LK4

LK18

RB3

D186

D186

D186

D186

D186

C
O
-
L
1
8
8

C
O
-
L
1
8
8

C
O
-
L
1
8
8

C
O
-
L
1
8
8

中間ｽｸﾘｰﾝ

中間ｽｸﾘｰﾝ

中間ｽｸﾘｰﾝ

C
O
-
H
1
6
6

T189

T189

B
K 電子レンジ

T1212 T1212

T1212

T1212

T1212

T1212

T1212

T1212

T126

T126

T126

T126

ベルトパーティション

ベ
ル
ト

パ
ー

テ
ィ
シ

ョ
ン

ベ
ル
ト

パ
ー

テ
ィ

シ
ョ
ン

スタッキング椅子

24脚

T66

T66

T66

T66

T66

T66

T66

D1
46

T189

T189

T1545

木
製
デ
ス
ク

木
製
デ
ス
ク

2100H程度

2
1
0
0
H
程
度

2
1
0
0
H
程
度

2
1
0
0
H
程
度

④

養生をしていない扉を

プラスチックベニヤ(または板段ボール)

を加工して行うこと

搬入の際に使用する場合は、

扉養生、ガラス及び三方枠を

新市庁舎 2F新市庁舎搬入ルート図兼養生範囲図
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①

③

⑤

DS

No28号

17人乗

No27号

17人乗

PS

PS

DS

PS

EPS-01T3

PS

DPS-01T4

DPS-01C2

PS

No31号 No32号

非常用

PS

15人乗

PS

No36号

13人乗

非常用

No26号
No25号

30人乗
17人乗

SK

PS

EPS-01T4

PS

PS

PS

給湯

DPS-01C1

No34号ＥＶ

一時停車場

駐輪場階段1

駐輪場

駐輪場階段2

車寄せ

自販機ｺｰﾅｰ

PS

MR-01C1

PS

PS

PS・SK

PS

公衆電話

MR-01T1

PS

PS

EPS-01T1

EPS-01C1

PSPS

No33号ＥＶ

SK

収納ｽﾍﾟｰｽ

PS

商業(企画･物販1)

※対象外

商業(飲食1)

※対象外

商業(飲食2)

※対象外

商業(飲食3)

※対象外

商業(飲食4)

※対象外

商業(物販2)

※対象外

商業(物販4)

※対象外

商業(物販3)

※対象外

B K

傘 30

市民協働･共創
スペース(大)

授 乳 イ ス

ST

授 乳 イ ス

ST

授 乳 用 ベ ン チ

荷 物 台

着 替 え 台

お む つ 交 換 台

ベビー休憩室

喫煙室

（60席）

T 1 5 4 5

スクリーン200インチ

お む つ 交 換 台

T
1
5
4
5

ブース

着替え

洗面

広場利用者控室

複
合

機

D 2 4 1 2

C O - L 1 8 8

レジ台

車椅子 担架

傘 30 CH

運営事業者事務室化
粧

前

ス クリーン200インチ CH20

ゴミ箱

ゴミ箱

D1 46

倉庫

ゴミ箱

ゴミ箱

ゴミ箱

ゴミ箱

広場用倉庫2

50TP自

50自

50自

65M

200 天

200 天

PJ（天）

PJ（天）

270LEDビジョンK

36台

風除室2 通路4

通路8

風除室3

案内
事務室

倉庫

(ピアノ保管)

広場用倉庫1

通路7

附室B

(業務用)

附室A

(業務用)

通路5

倉庫

多目的便所1

多目的便所2

非常用EVロビー
（議会用(南)）

一般者用

エントランス

商業管理

男子便所2

女子便所2

商業休憩

風除室1

通路1

通路3

商業喫煙

男子便所1

女子便所1

通路2

灰皿

灰皿

灰皿

灰皿

傘

傘

風除室4

風除室5

駐輪場

ＥＶ

ＥＶ
ＥＶ

I階段

J階段

F階段

ＥＶ
ＥＶ

非常用

ＥＶ ＥＶ

17人乗

ＥＶ

B

C

D

E

F

G

H

J

S4

S5

S6

A

K

L

M

N

T
18

45

C H10

金庫

総合案内所

女子便所2(職員用)

男子便所2(職員用)

ゴミ箱CL
S
E
9
4
5

S
E
9
4
5

守衛室(分室)

ｻﾆﾀﾘｰBOX

ｻﾆﾀﾘｰBOX

ゴ ミ 箱

汚 物 入 れ

LP:15 0 0 H程 度

T1575

120天

相談コーナー

モ
バ

イ
ル

ス
ク

リ
ー

ン

マルチサイン

マルチサイン

PJ

水際線
プロムーナード

北プラザ

南プラザ

6m道路

橋詰め広場

傘

傘

金 庫

足洗い場

ギャラリー1
（北側展示スペースA）

（南側展示スペースC）

ギャラリー2

（アトリウム）

屋根付き広場

D
2
4
6

商業
更衣室(女)33名分

商業

更衣室(男)29名分

※対象外

※対象外

65M 65M

分別ボックス (45L)

ステージ用台車

2120x1000

（最大30脚積載）

チェアポーター5台

（ 150脚/Max収納）

テーブル29台収納

課金ベンダー

ｺｰﾋｰﾒｰｶｰ
冷

ﾎﾟｯﾄ

L

レジ

汚物入れ

汚物入れ

ｻﾆﾀﾘｰBOX

ｻﾆﾀﾘｰBOX

※2

※1

L

L

置

K

K

(持込)

(持込)

(持込)

要確認

展示パネル
4枚 収納

パネル
4枚 収納

ホワイトボード

PJ台収納

ｺｰﾋｰﾒｰｶｰ 冷

ﾎﾟｯﾄ

(持込)
(持込)

ﾚﾝｼﾞ

(持込)

(持込)

コインロッカー

B

ベ
ン

チ

ベ
ン

チ

遠隔解除

ｲﾝﾀｰﾎﾝ

音声案内

A
ED

PJ(天)

スクリーン

65M

BK

建築調整済
カーテン

Y

L

(非 什 器 )別 途 調 達

操作ワゴン(可動)

市民協働ｽﾍﾟｰｽ(小)用

操作ワゴン(可動)

市民協働ｽﾍﾟｰｽ(大)用

操作ワゴン(可動)
市民協働ｽﾍﾟｰｽ(大)用

分別ボックス

T1 84 5

T6 8

ゴミ箱

ｻﾆﾀﾘｰBOX

65M

65M

ベンチベンチ

B

T

ベンチ

T

ベンチ

×2

×2

×2

×2

×2

×2

×2

×2

×4

×4

×4

×4

×4

×4

×4

×4

×4

×4

×2

×2

×2

×4

×4
×4

×4

×4

×4

×4

×4

×4

×4

一番場所を取るパターン

テーブル：C案　/　イス：B案

ガラス壁
範囲加筆

2 0 1 8 / 9 / 5

ラック什器削除
2 0 1 8 / 8 / 1

ラック什器削除
2 0 1 8 / 8 / 1

ラック什器削除
2 0 1 8 / 8 / 1

設備盤と干渉

ゴミ箱

ゴミ箱

L P : 1 5 0 0 H程 度

演壇1台収納
W 2 4 0 0 * 1 2 0 0

最大席数：217席

※2

T
1
5
7
5

（ N P O）

相談コーナー

D
1
2
1
2

D
2
4
1
2

ミーティングT
1
2
9

L P : 1 5 0 0 H程 度

ア ト リ ウ ム

テ ー ブ ル ＋ 椅 子 集 積 時

ア ト リ ウ ム

テ ー ブ ル ＋ 椅 子 集 積 時

ア ト リ ウ ム

テ ー ブ ル ＋ 椅 子 集 積 時

T1 84 5

T1 84 5

T6 8
T1 84 5

T1 84 5

T
1
8
4
5

B B B

T

T

T

T

B

B

B

B

D
2
4
1
2

CH20

CH20

CH20

CH20

CH20

T
1
5
4
5

T
1
5
4
5

T
1
5
4
5

T
1
5
4
5

T
1
5
4
5

T
1
5
4
5

T
1
5
4
5

T
1
5
4
5

T
1
5
4
5

T
1
5
4
5

T
1
5
4
5

T
1
5
4
5

T
1
5
4
5

T
1
5
4
5

T
1
5
4
5

T
1
5
4
5

T
1
5
4
5

T
1
5
4
5

T
1
5
4
5

S
E
9
4
5

傘

φ 800

φ 800

φ 800

φ 800

φ 800

φ 800

φ 800

φ 800

φ 800

φ 800

φ 800

φ 800
φ 800

φ 800 φ 800

φ 800

φ 800

φ 800 φ 800

φ 800

BB

B

④

養生をしていない扉を

プラスチックベニヤ(または板段ボール)

を加工して行うこと

搬入の際に使用する場合は、

扉養生、ガラス及び三方枠を

新市庁舎 1F新市庁舎搬入ルート図兼養生範囲図

01071048
タイプライターテキスト
別紙５

01071048
長方形



①

③

非常用

No26号

ＥＶ

30人乗

DS

DS

DS

EPS-B1T3

PS

PSPS

PSPSPS

MR-B1T1

MR-B1T2PS

EPS-B1T2

配管スペース

MR-B1C1

PS

天井裏

PS SK

DPS-B1T4

配管ｽﾍﾟｰｽ

配管ｽﾍﾟｰｽ

DPS

駐車場監視室

※対象外

ゴミ箱

清掃員休憩室1

洗濯機

洗濯機

洗濯機

洗濯機

洗濯機洗濯機

ゴミ箱

ゴミ箱

50KTP

非常用EVロビー

（議会用(南)）

ガスガバナー室

高圧電気室B1

(重要機能室）

駐車場(一般車両用)181台

倉庫3

風除室 倉庫

倉庫5

倉庫2

附室B

（業務用）

清掃員休憩室2

清掃員休憩室3
清掃員休憩室4

清掃員休憩室5

清掃員休憩室6

一般用

ロビー2

多目的便所

馬車道連絡通路

全室C

給湯室

洗濯室

A階段

B階段

B

C

D

E

F

G

H

J

2 3 4 5 6 7 8 9 101

P

S4

S5

S6

A

11 12

K

L

M

N

MR

ＥＶ

G階段

G階段

ＥＶ
No25号

バイク置場(計56台)

便所1 便所2

ゴミ箱

一般用ロビー1

車寄せ

MR-B1T4

男子便所

女子便所

吹抜

PS

上部吹抜

設備機械室B1

No36号
ＥＶ

No32号

非常用

ＥＶＥＶ

No31号

C階段

No34号ＥＶ

No35号ＥＶ

配管トレンチ

No28号

非常用

附室A

（業務用）

No27号

EPS-B1T4

ＥＶ

・SKPS

PCB保管庫

1
2
75

B
K

1
2
75

(40名分)

BK BK BK

(40名分)

(24名分) (16名分)
(24名分)

(日勤:16名分)

清掃員1～6(160名分)

ｻﾆﾀﾘｰBOX

ｻﾆﾀﾘｰBOX

エコステーション

1
2
75

1
2
75

1
2
75

1
2
75

分 別ボックス (45L)

1845 1845 1845

1845 1845

1845 1845

1845 1845

1845 1845

1845 1845

1845 1845

1845 1845

1845 1845

1845 1845

1845 1845

1845 1845

1845 1845

1845 1845

1845 1845

1845 1845

1845 1845

1845

1845

頭つなぎ

頭つなぎ

頭つなぎ

頭つなぎ

頭つなぎ

頭つなぎ

頭つなぎ

頭つなぎ

頭つなぎ

頭つなぎ

茶 ｶﾞﾗ

茶 ｶﾞﾗ

茶 ｶﾞﾗ 茶 ｶﾞﾗ 茶 ｶﾞﾗ 茶 ｶﾞﾗ

茶 ｶﾞﾗ

1845

186 186

186 186

186

186

186

186

186

186

H2400

H2400

H2400

H2400

H2400

頭つなぎ

養生をしていない扉を

プラスチックベニヤ(または板段ボール)

を加工して行うこと

搬入の際に使用する場合は、

扉養生、ガラス及び三方枠を

新市庁舎 B1F新市庁舎搬入ルート図兼養生範囲図

01071048
タイプライターテキスト
別紙５

01071048
長方形



①

②

③
No34号ＥＶ

No35号ＥＶ

公(平)9 公(平)10 公(平)11 公(平)12 議54 議55 議56 議57 議58 議59 議60 議61 議62 議63

議44 議45 議46 議48 議49 議52

議1

議2

議3

議38

議39

議40

議41

議42

議43

公(平)1

公(平)2

公(平)3

公(平)4

公(平)5

商(機)1・2

公(機)1・2

公(機)3・4

公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機) 公(機)

サ(荷)6 サ(荷)7 サ(荷)8 サ(荷)9 サ(荷)10 サ(荷)11 サ(荷)12 サ(荷)13 サ(荷)14 サ(荷)15 公(平)15 公(平)16

サ(荷)4

サ(荷)5

サ(平)2

サ(平)1

議65

議66

議67

議68

議64

議77

議78

議79

議80

議81

公(平)29

公(平)30

公(平)31

公(平)32

公(平)33

公(平)34

公(平)35

公(平)36

公(平)37

公(平)38

議69

議70

議71

公(平)17

公(平)18

公(平)19

公(平)22

公(平)23

公(平)24

公(平)27

公(平)26

公(平)25

公(平)39

公(平)49

公(平)48

公(平)47

公(平)46

公(平)45

公(平)44

公(平)43

公(平)42

公(平)41

公(平)40

議86

議85

議
33

公(平)13

議15

議7

議8

サ(荷)3

サ(荷)1 サ(荷)2

公(平)14

No36号

No33号

No27号

DS

PS

EV

DS

N o 3 2号 Ｅ Ｖ

非 常 用

No31号 Ｅ Ｖ

17人 乗

15人 乗

議50

PS･SK

MR-B2T2

PS

DS

議51

議
25

議
24

議
23

公(平)7

公(平)8

議4

議5

議6

議47

議16 議17 議18

議10 議11 議12 議13 議14

議19 議20 議21 議22

議72

公(平)13

公(平)14

車寄せ

車寄せ

EPS-B2T3

PS

MR-B2T1

生ゴミ冷蔵庫

議
34

議
35

議
36

議
37

議
32

議
30

議
29

議
31

議
28

議
27

議
26

MR-B2C1

MR-B2T4DPS-B2T4

DHC-MR

公(平)28

YIT・公共駐車場接続車路

議9

議73

議74

議75

公(平)20

公(平)21

議82

議83

議84

荷捌き場　50平米

持込メール
① 持 込 用 コ ン テ ナ

530x3 6 5 ⑬局棚（仕分け棚）

事務スペース

一次仕分けスペース

消 防

SE186

台 車

鍵 付 き

⑧ LK12
B K

3 ,0 00

L K 1 2
B K

C
L
K

1
5
7
5

ﾒ ｰ ﾙ ﾊ ﾞ ｯ ｸ ﾞ置 き 場

学校ﾎﾟｽﾄ

⑯出先棚

④
作

業
台

⑲ 作 業 台

文書集配室

1
5
75

計量検査室

防振
天秤台
( 3 0 k g )

20kg
分銅

防振天秤台

(予 備 )

(220 g )

( 5 1 0 0 g )
( 2 1 g )

ロ
ッ

カ
ー

木
製

ガ
ラ

ス

製
品

庫

書
庫

ラ
ッ

ク1 8L
タンク

3615(1875×4)

10L
タンク

5L
タンク

展示ケース

全自動防湿ケース

分銅入れケース

収納庫

15451545

1
5
75 洗濯機

乾燥機

ゴミ箱

ゴミ箱

50自TP

雨水ろ過室

消化ポンプ室

物品用
EVﾎｰﾙ

非常用EVロビー
（議会用(南)）

ロビー(議会)

駐車場

公用車･商業施設

議会関係車･サービス車用

計208台

郵便･新聞

搬出入業者等受付

ごみ置場

ごみ置場
前室

附室A

(業務用）

輸送事務所

ロビー(行政)

女子便所

男子便所

DHC熱源控室B2

1
59

脱 衣
カ ゴ

ベ
ン

チ

SE186

計量器

計量器

ゴミステーション

ゴミステーション

ゴミステーション

ゴミステーション

ゴミステーション

ゴミステーション

ゴミステーション

1
2
45

ローパーティションH2100程度

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4.5
9

9

9

7

4.54.5

6

6

S E 1 2 6S E 9 6

9 9 9 39

9

9 12

9

9 12

10 10 10

9

9

9

9

9

9

7

9 9 10

9

10

6

4.5

4.5

9

S E 9 6 S E 9 6 S E 9 6

ＥＶ

31・32 33・34 35・36 37・38 39・40 41・42 43・44 45・46 47・48 49・50 51・52 53・545・6 7・8 9・10 11・12 13・14 15・16 17・18 19・20 21・22 23・24 25・26 27・28 29・30

ＥＶ

No28号

非常用
ＥＶ

ＥＶ

全室C

ﾛｯｶｰﾙｰﾑ

ﾛｯｶｰﾙｰﾑ

一時仕分けスペース

⑳庁内メール業者

区ボックス
スペース

一般用

一般用

ロビー２

G階段

公(平)6

C階段

B

C

D

E

F

G

H

J

2 3 4 5 6 7 8 9 101

P

S4

S5

S6

A

11 12

K

L

M

N

ﾒ ｰ ﾙ ﾊ ﾞ ｯ ｸ ﾞ置 き 場

ｺﾝﾃﾅ置 き 場

1
8
75

7

一般用
ロビー1

議53

足洗い場

ﾀｲﾔ用

インターホン

ｻﾆﾀﾘｰBOX

エコステーション

ドア移設
（建築サイド依頼済）

臨時台

⑰ 傘 た て

コ ン テ ナ

⑨

コ ン テ ナ

⑦ ⑥

複
合

機

シ ュ レ ッ ダ ー

1
8
75

什器確認
折りたたみテーブル？

1 8 4 5 1 8 4 5 1 8 4 5

9
4
5

1
2
4
5

9
4
5

1
2
4
5

9
4
5

1
2
4
5

9
4
5

1
2
4
5

9
4
5

1
2
4
5

1 2 4 5

受付カウンター

大型

シュレッダー

かご台車

麻袋置き場

RB

RB

ﾘ ｻ ｲ ｸ ﾙ ﾎ ﾞ ｯ ｸ ｽ

1
26

1 26126

126

106

転 用 転 用

転 用

転 用

転 用

転 用

L
K6

L
K6

転 用

転 用

1
5
75

転 用

転 用

転 用
転 用 転 用転 用 転 用転 用

転 用転 用

タンク

体重計

体重計

転 用
転 用

3G
両

156×2台
折りたたみ ﾃｰﾌﾞﾙ

9
3
0

9
3
0

転 用

分別ボックス (45L)

⑪ 棚

PR

⑫ 書 留

計量器

計量器

(B2F 職員用)

1275

学校ポスト

ﾒ ｰ ﾙ ﾊ ﾞ ｯ ｸ ﾞ置 き 場

郵便

郵便ｽﾍﾟｰｽ

P
R

1 8 4 5

⑱ 作 業 台

126

126126
H 1 8 0 0

H 1 8 0 0

H
1
2
0
0

2110

H 1 8 0 0

H 1 8 0 0

H 1 4 0 0

H 2 1 0 0

集荷発送

SE186 SE186 SE186
S
E1

56
S
E1

86
S
E1

86
S
E1

86
S
E1

86

頭つなぎ

引 き 戸 引 き 戸

引 き 戸 引 き 戸 引 き 戸

⑧ LK12

ｲｽｲｽ ｲｽ

地 下 鉄 接 続 口

11 12

8

7

M

N

11 12

（シリンダー錠）

扉付

ゴミステーション

複
合

機

9 4 5

S E 1 8 6S E 1 8 6

H 1 8 0 0

頭つなぎ

空 鍵

4.5

S
E
1
5
6

H
1
2
0
0

S
E
1
8
6

9

S
E
1
8
6

H
1
8
0
0

S
E
1
2
6

910

9

9

11
S E 9 6

ﾀｲﾔ用
ﾀｲﾔ用 工具入れ

空 錠

養生をしていない扉を

プラスチックベニヤ(または板段ボール)

を加工して行うこと

搬入の際に使用する場合は、

扉養生、ガラス及び三方枠を

新市庁舎 B2F新市庁舎搬入ルート図兼養生範囲図

01071048
タイプライターテキスト
別紙５

01071048
長方形



1．都度養生　（新規什器・備品納品業者）

No 床仕上げ材 各所 養生範囲色

通路（床）

通路（壁）

通路（開口部）

通路（角当て）

通路（床）

通路（壁）

通路（開口部）

通路（角当て）

執務内において什器の仮置きをする場合には、ブルーシートを敷設しその上に仮置きをすること。

【参考】　基幹養生　（横浜市新市庁舎移転業務委託　受託者）

No 床仕上げ材 各所 養生範囲色

通路（床）

通路（壁）

通路（開口部）

通路（角当て）

通路（床）

通路（壁）

通路（開口部）

通路（角当て）

ELV（床）

ELV（壁）

ELV（天井）

板段ボール（又はプラスチックベニヤ）を縦使用（1800㎜）すること　※
要倒れ防止

クッション性を有する（スタイロフォーム等）資材を天井までの敷詰めを
行うこと

石
・
フ
ロ
ー

リ
ン
グ

な
ど

シート（クッション性の有るもの）＋青ベニヤで全面敷詰め

プラスチックベニヤ（又はベニヤ）で天井面を作成し行うこと

―

ブルーシート＋青ベニヤの全面敷詰めを行うこと

扉養生、ガラス及び3方枠を板段ボール（又はプラスチックベニヤ）を
加工して行うこと

角部はトラ柄（危険を促す色柄）の角当てを行うこと

カ
ー

ペ

ッ
ト
な
ど

ブルーシート＋青ベニヤで全面敷詰め

板段ボール（又はプラスチックベニヤ）を縦使用（1800㎜）すること　※
要倒れ防止
扉養生、ガラス及び3方枠を板段ボール（又はプラスチックベニヤ）を
加工して行うこと

角部はトラ柄（危険を促す色柄）の角当てを行うこと

②

石
・
フ
ロ
ー

リ
ン
グ

な
ど

シート（クッション性の有るもの）＋青ベニヤで全面敷詰め

板段ボール（又はプラスチックベニヤ）を縦使用（1800㎜）すること　※
要倒れ防止
扉養生、ガラス及び3方枠を板段ボール（又はプラスチックベニヤ）を
加工して行うこと

角部はトラ柄（危険を促す色柄）の角当てを行うこと

資材

角部はトラ柄（危険を促す色柄）の角当てを行うこと

①

カ
ー

ペ

ッ
ト
な
ど

ブルーシート＋青ベニヤで全面敷詰め

板段ボール（又はプラスチックベニヤ）を縦使用（1800㎜）すること　※
要倒れ防止
扉養生、ガラス及び3方枠を板段ボール（又はプラスチックベニヤ）を
加工して行うこと

新市庁舎搬入ルート図兼養生範囲図

養生仕様

・搬出入で使用する全ての出入口、廊下、通路、エレベーターなど破損又は汚損するおそれのある場所はそれぞれに適した養生を
施すこと。

・出入口等の開口部は開口部周りの養生セットを作成し、取付・取外しが可能な状態とすること。

資材

別紙５
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委 託 契 約 約 款 

 

（総則） 

第１条 委託者及び受託者は、この約款（契約書を含む。以

下同じ。）に基づき、設計図書（別添の設計書、仕様書、

図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書を

いう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この

契約（この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約

をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受託者は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に全部

完了（設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物

の引渡しを含む。以下同じ。）し、委託者は、その契約代

金を支払うものとする。 

３ 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段

については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場

合を除き、受託者がその責任において定める。 

４ 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。この契約が終了した後も同様とする。 

５ この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解

除は、書面により行わなければならない。 

６ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる

言語は、日本語とする。 

７ この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円と

する。 

８ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる

計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計

量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。 

９ この約款及び設計図書における期間の定めについては 

民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第48

号）の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、

委託者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。 

12 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委

託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代

表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して

行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体

のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受

託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行

為について当該代表者を通じて行わなければならない。 

（内訳書及び工程表） 

第２条 受託者は、この契約書を提出する際に設計図書に基

づいて、内訳書を作成し、委託者に提出しなければならな

い。ただし、別添の設計書に内訳を記載することによりこ

れに代えることができる。 

２ 受託者は、この契約締結後５日（横浜市の休日を定める

条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定す

る本市の休日を除く。）以内に、設計図書に基づいて、工

程表を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、

委託者が必要がないと認めたときは、省略することができ

る。 

３ 内訳書及び工程表は、委託者及び受託者を拘束するもの

ではない。 

（着手届出） 

第３条 受託者は、この契約締結後５日（横浜市の休日を定

める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規

定する本市の休日を除く。）以内に、契約履行着手届出書

を、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が

必要がないと認めたときは、省略することができる。 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第４条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第

三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に

供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を

得た場合は、この限りでない。                          

２ 受託者は、契約の履行の目的物並びに材料のうち第11条

第２項の規定による検査に合格したもの及び第32条第４項

の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に

譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供して

はならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場

合は、この限りでない。                              

（著作権の譲渡等）                            

第５条 受託者は、契約の履行の目的物が著作権法（昭和45

年法律第48号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以

下この条において「著作物」という。）に該当する場合に

は、当該著作物に係る受託者の著作権（著作権法第21条か

ら第28条までに規定する権利をいう。）を当該著作物の引

渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受託

者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作

権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻

案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、

当該著作権の引渡時に受託者が当該権利の一部を委託者に

無償で譲渡することにより、委託者と受託者の共有とする

ものとする。                      

２ 委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当するとし

ないとにかかわらず、当該契約の履行の目的物の内容を受

託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該契

約の履行の目的物が著作物に該当する場合には、受託者が

承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した

氏名を変更することができる。                               

３ 受託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当する場合

において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のために

その内容を改変しようとするときは、その改変に同意する

ものとする。また、委託者は、契約の履行の目的物が著作

物に該当しない場合には、当該契約の履行の目的物の内容

を受託者の承諾なく自由に改変することができる。                  

４ 受託者は、契約の履行の目的物（契約を履行する上で得

られた記録等を含む。）が著作物に該当するとしないとに

かかわらず、委託者が承諾した場合には、当該契約の履行

令和２年４月 
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の目的物を使用又は複製し、また、第１条第４項の規定に

かかわらず当該契約の履行の目的物の内容を公表すること

ができる。                                       

５ 受託者は、第１項ただし書の規定により共有となった著

作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、委

託者の承諾を得なければならない。この場合において、承

諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。                      

６ 委託者は、受託者が契約の履行の目的物の作成に当たっ

て開発したプログラム（著作権法第10条第１項第９号に規

定するプログラムの著作物をいう。）及びデータベース（

著作権法第12条の２に規定するデータベースの著作物をい

う。）について、受託者が承諾した場合には、別に定める

ところにより、当該プログラム及びデータベースを利用す

ることができる。                                     

７ 受託者は、次条第１項ただし書の規定により第三者に委

任し、又は請け負わせる場合には、前各号に定める規定を

当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければな

らない。  

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第６条 受託者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括

して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただ

し、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りで

ない。 

２ 受託者は、契約の履行において下請負契約を締結した場

合は、下請負人の商号又は名称その他委託者の定める事項

を、すみやかに委託者に通知しなければならない。     

（特許権等の使用）                             

第７条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権そ

の他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利（以下

「特許権等」という。）の対象となっている材料、履行方

法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負

わなければならない。ただし、委託者がその材料、履行方

法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象

である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らな

かったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要し

た費用を負担しなければならない。                                

（特許権等の発明等）                           

第８条 受託者は、契約の履行に当たり、特許権等の対象と

なるべき発明又は考案をした場合には、委託者に通知しな

ければならない。                                   

２ 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続

及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託

者とが協議して定めるものとする。                           

（現場責任者等）                              

第９条 受託者は、この契約の履行に当たり、現場責任者を

定め、契約締結後５日（横浜市の休日を定める条例(平成3

年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休

日を除く。）以内に、その氏名その他必要な事項を委託者

に通知しなければならない。現場責任者を変更した場合も

同様とする。 

２ 現場責任者は、この契約の履行に関して従事者を指揮監

督するものとする。                              

３ 受託者は、この契約の履行の着手前に、契約の履行に従

事する者の氏名その他必要な事項を委託者に通知しなけれ

ばならない。 

（監督員） 

第９条の２ 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名

を受託者に通知しなければならない。監督員を変更した

ときも、同様とする。ただし、市長、水道事業管理者又

は交通事業管理者が、それぞれの権限（他の者に委任し

ている場合は、当該受任者の権限を含むものとする。）に

属する契約について特に定めた場合には、その氏名を受

託者に通知しなくてよいものとする。 

２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの

約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が

必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に

定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 

(1) この契約の履行についての受託者又は受託者の現場

責任者に対する指示、承諾又は協議 

(2) この契約の履行の進捗の確認、設計図書の記載内容

と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査 

３ 委託者は、２人以上の監督員を置き、前項の権限を分

担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限

の内容を、監督員にこの約款に基づく委託者の権限の一

部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、

受託者に通知しなければならない。 

４ 委託者が監督員を置いたときは、受託者は、この約款

に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除につい

ては、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して

行うものとする。この場合においては、監督員に到達し

た日をもって委託者に到達したものとみなす。 

５ 委託者が監督員を置かないときは、この約款に定める

監督員の権限は、委託者に帰属する。 

（履行の報告）                                

第10条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契

約の履行について、委託者に報告しなければならない。         

（材料の品質、検査等）                          

第11条 受託者は、設計図書に品質が明示されていない材料

については、中等の品質を有するものを使用しなければな

らない。                                      

２ 受託者は、設計図書において委託者の検査（確認を含む。

以下この条において同じ。）を受けて使用すべきものと指

定された材料については、当該検査に合格したものを使用

しなければならない。この場合において、検査に直接必要

な費用は、受託者の負担とする。                          

３ 委託者は、受託者から前項の検査を求められたときは、

当該請求を受けた日から７日以内に、これに応じなければ

ならない。                                       
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（支給材料及び貸与品）                          

第12条 委託者から受託者に支給する材料（以下「支給材料

」という。）及び貸与する機械器具（以下「貸与品」とい

う。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び

引渡時期は、設計図書に定めるところによる。               

２ 委託者は、支給材料又は貸与品を受託者の立会いの上、

委託者の負担において、検査して引き渡さなければならな

い。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、

品質、規格又は性能が設計書の定めと異なり、又は使用に

適当でないと認めたときは、受託者は、遅滞なく、その旨

を委託者に通知しなければならない。                            

３ 受託者は、材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当

該引渡しを受けた日から７日以内に、委託者に受領書又は

借用書を提出しなければならない。                      

４ 委託者は、受託者から第２項後段の規定による通知を受

けた場合において、必要があると認められるときは、当該

支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸

与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数

量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。       

５ 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者に対して、

その理由を明示して、当該支給材料又は貸与品の使用を求

めることができる。                                 

６ 委託者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸

与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又

は引渡時期を変更することができる。                  

７ 委託者は、前３項の場合において、必要があると認めら

れるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損

害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならな

い。    

８ 受託者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意を

もって保管しなければならない。                     

９ 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当

該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関して契約

の内容に適合しないもの（第２項の検査により発見するこ

とが困難であったものに限る。）があり、使用に適当でな

いと認めたときは、直ちに、その旨を委託者に通知しなけ

ればならない。この場合においては、第４項、第５項及び

第７項の規定を準用する。                                 

10 受託者は、契約の履行の全部の完了、設計図書の変更等

によって不用となった支給材料又は貸与品を、設計図書に

定めるところにより、委託者に返還しなければならない。       

11 受託者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅

失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったと

きは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原

状に復し、又は損害を賠償しなければならない。             

12 受託者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に

明示されていないときは、委託者の指示に従わなければな

らない。 

（設計図書に不適合な場合の措置等）                

第13条 受託者は、契約の履行が設計図書に適合しない場合

において、委託者が、再履行その他の措置を請求したとき

は、これに従わなければならない。                      

２ 委託者は、前項の不適合が委託者の指示による等委託者

の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると

認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託

者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな

らない。       

（条件変更等）                               

第14条 受託者は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれ

かに該当する事実を発見したときは、直ちに、その旨を委

託者に通知し、その確認を求めなければならない。                

 (1) 設計図書の表示が明確でないこと（設計書、図面、仕

様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書

が交互符合しないこと、並びに設計図書に誤り又は漏れ

があることを含む。）。                      

 (2) 履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約

等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実

際の履行場所の状態が一致しないこと。            

 (3) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期

することのできない特別の状態が生じたこと。       

２ 委託者は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項

各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、

直ちに、調査を行わなければならない。ただし、受託者が

立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに調査

を行うことができる。                                    

３ 委託者は、前項の規定による調査について、受託者の意

見を聴いた上、当該調査の結果（これに対して執るべき措

置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。）をと

りまとめ、当該調査の終了後14日以内に、受託者に通知し

なければならない。ただし、委託者は、当該期間内に受託

者に通知することができないやむを得ない理由があるとき

は、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延

長することができる。    

４ 前項の調査の結果、第１項各号に掲げる事実が委託者及

び受託者によって確認された場合において、必要があると

認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書を

訂正し、又は変更しなければならない。                   

 (1) 第１項第１号に該当し    委託者が行う。   

、設計図書を訂正する場 

合 

 (2) 第１項第２号又は第３    委託者が行う。            

号に該当し、設計図書を 

変更する場合で、契約の 

履行の内容の変更を伴う 

もの 

 (3) 第１項第２号又は第３    委託者と受託者とが協 

  号に該当し、設計図書を    議して行う。 

変更する場合で、契約の 
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履行の内容の変更を伴わ 

ないもの 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った場合

において、委託者は、必要があると認められるときは履行

期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたと

きは必要な費用を負担しなければならない。                 

（設計図書の変更）                             

第15条 委託者は、前条第４項に定めるものを除くほか、必

要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託

者に通知して、設計図書を変更することができる。この

場合において、委託者は、必要があると認められるとき

は履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及

ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（代替方法等の提案）                           

第16条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的

に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案した

ときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計

図書等の変更を提案することができる。                    

２ 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合に

おいて、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を

受託者に通知しなければならない。                          

３ 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場

合において、必要があると認められるときは、履行期間又

は契約代金額を変更しなければならない。               

（契約の履行の一時中止）                        

第17条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪

雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然

的若しくは人為的な事象（以下「天災等」という。）であ

って受託者の責めに帰すことができないものにより、契約

の履行の目的物等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態

が変動したため、受託者が契約を履行できないと認められ

るときは、委託者は、契約の履行の一時中止の内容を直ち

に受託者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中

止させなければならない。                                   

２ 委託者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると

認めるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させ

ることができる。                                

３ 委託者は、前２項の規定により契約の履行を一時中止さ

せた場合において、必要があると認められるときは履行期

間又は契約代金額を変更し、受託者が契約の履行の続行に

備え履行場所を維持し、又は従事者、機械器具等を保持す

るための費用等の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を

必要としたときその他受託者に損害を及ぼしたときは必要

な費用を負担しなければならない。 

（履行期間の延長） 

第18条 受託者は、その責めに帰すことができない理由によ

り履行期間内に業務を完了することができないときは、そ

の理由を明示した書面により、委託者に履行期間の延長を

請求することができる。 

２ 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、

必要があると認められるときは、履行期間を延長しなけれ

ばならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責

めに帰すべき理由による場合においては、契約代金額につ

いて必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及

ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。                       

（履行期間の短縮等）                           

第19条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必

要があるときは、受託者に対して、履行期間の短縮を求め

ることができる。                                   

２ 委託者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を

延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長

する履行期間について、受託者に通常必要とされる履行期

間に満たない履行期間への変更を請求することができる。                   

３ 前２項の場合において、委託者は、必要があると認めら

れるときは契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼした

ときは、必要な費用を負担しなければならない。 

（履行期間の変更の方法）                        

第20条 第12条第７項（同条第９項後段において準用する場

合を含む。）、第13条第２項、第14条第５項、第15条、第16

条第３項、第17条第３項、第18条第２項又は前条第１項若

しくは第２項の規定による履行期間の変更については、委

託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開

始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、委

託者は、履行期間を変更し、受託者に通知するものとする。         

２ 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意

見を聴いて定め、受託者に通知する。 

（契約代金額等の変更の方法） 

第21条 第12条第７項（同条第９項後段において準用する場

合を含む。）、第13条第２項、第14条第５項、第15条、第16

条第３項、第17条第３項、第18条第２項又は第19条第３項

の規定による契約代金額の変更については、契約締結時の

価格を基礎として、委託者と受託者とが協議して定める。

ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しな

い場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通

知するものとする。              

２ 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意

見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。                 

３ 第12条第７項（同条第９項後段において準用する場合を

含む。）、第13条第２項、第14条第５項、第15条、第17条第

３項、第18条第２項、第19条第３項、第23条第４項、第24

条ただし書又は第30条第３項の規定により委託者が負担す

る費用の額については、委託者と受託者とが協議して定め

る。                     

（賃金又は物価の変動に基づく契約代金額の変更）        

第22条 委託者又は受託者は、契約期間内で委託契約締結の

日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準又

は物価水準の変動により契約代金額が不適当となったと認

めたときは、相手方に対して契約代金額の変更を請求する
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ことができる。 

２ 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったと

きは、変動前委託代金額（契約代金額から当該請求時の履

行済部分に相応する委託代金額を控除した額をいう。以下

この条において同じ。）と変動後委託代金額（変動後の賃

金又は物価を基礎として算出した変動前委託代金額に相応

する額をいう。以下この条において同じ。）との差額のう

ち、変動前委託代金額の1,000分の15を超える額につき、

契約代金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前委託代金額及び変動後委託代金額は、請求のあっ

た日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者が協

議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内

に当該協議が成立しない場合には、委託者は、変動前委託

代金額及び変動後委託代金額を定め、受託者に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により契約代

金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合

においては、同項中「委託契約締結の日」とあるのは、「

直前のこの条に基づく契約代金額変更の基準とした日」と

読み替えるものとする 

５ 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内に

おける価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当とな

ったときは、委託者又は受託者は、契約代金額の変更を求

めることができる。                     

６ 予期することのできない特別の事情により、履行期間内

に日本国内において急激なインフレーション又はデフレー

ションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、

委託者又は受託者は、前項の規定にかかわらず、契約代金

額の変更を求めることができる。                       

７ 前２項の規定による請求があった場合において、当該契

約代金額の変更については、委託者と受託者とが協議して

定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該

協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更

し、受託者に通知するものとする。                                 

８ 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意

見を聴いて定め、受託者に通知する。                        

（臨機の措置）                                

第23条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めると

きは、臨機の措置を執らなければならない。この場合にお

いて、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、

委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむ

を得ない事情があるときは、この限りでない。                 

２ 受託者は、前項の場合においては、その執った措置の内

容について委託者に直ちに通知しなければならない。           

３ 委託者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があ

ると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を執ること

を請求することができる。                             

４ 受託者が第１項又は前項の規定により臨機の措置を執っ

た場合は、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約代

金額の範囲内において負担することが適当でないと認めら

れる部分については、委託者がこれを負担する。                 

（一般的損害）                               

第24条 契約の履行について生じた損害（次条第１項又は第

２項に規定する損害を除く。）は、受託者の負担とする。

ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由によ

り生じたもの（設計図書に定めるところにより付された保

険によりてん補された部分を除く。）については、委託者

がこれを負担しなければならない。                        

（第三者に及ぼした損害）                        

第25条 契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、

次項に定める場合を除き、受託者がその損害を賠償しなけ

ればならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰

すべき理由により生じたもの（設計図書に定めるところに

より付された保険によりてん補された部分を除く。）につ

いては、委託者がこれを負担しなければならない。ただし、

受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りなが

らこれを通知しなかったときは、この限りでない。               

２ 契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、

地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害（設

計図書に定めるところにより付された保険によりてん補さ

れた部分を除く。）を及ぼしたときは、委託者がその損害

を負担しなければならない。ただし、その損害のうち契約

の履行につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったこ

とにより生じたものについては、受託者がこれを負担しな

ければならない。                                    

３ 前２項の場合その他契約の履行について第三者との間に

紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協議し

てその処理解決にあたるものとする。                         

（契約代金額の変更に代える設計図書の変更）          

第26条 委託者は、第12条第７項（同条第９項後段において

準用する場合を含む。）、第13条第２項、第14条第５項、第

15条、第16条第３項、第17条第３項、第18条第２項、第19

条第３項、第22条第１項、第５項若しくは第６項、第23条

第４項、第24条又は第30条第３項の規定により契約代金額

を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特

別の理由があるときは、変更すべき契約代金額又は負担す

べき費用の全部又は一部に代えて設計図書を変更すること

ができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、

委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の

日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者

は、設計図書の変更の内容を定め、受託者に通知するもの

とする。                              

２ 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意

見を聴いて定め、受託者に通知する。                        

（中間検査）                                 

第27条 受託者は、契約の履行に関し、委託者が必要と認め

るときは、契約の履行の完了前に、受託者の立会いの上、

委託者の検査を受けなければならない。この場合において、

検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、
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委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分につ

いては、委託者がこれを負担しなければならない。                              

２ 中間検査の実施の期日及び場所は、委託者と受託者とが

協議して定める。                                       

３ 受託者は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備

を完了しなければならない。                        

４ 受託者は、正当な理由なく中間検査に立ち会わなかった

ときは、中間検査の結果について異議を申し出ることがで

きない。                                     

（完了検査）                                 

第28条 受託者は、契約の履行の全部が完了したときは、遅

滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。          

２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その

日から起算して10日以内に、受託者の立会いの上、契約の

履行の全部の完了を確認するための検査を完了しなければ

ならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、

受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失によ

り、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負

担しなければならない。                                       

３ 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に

合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託

者の検査を受けなければならない。この場合においては、

必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前

２項の規定を適用する。                              

（契約代金の支払）                            

第29条 受託者は、前条第２項（同条第３項後段の規定によ

り適用される場合を含む。第３項において同じ。）の規定

による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を

請求することができる。      

２ 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その

日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければなら

ない。                                       

３ 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第２項に規

定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した

日から検査をした日までの日数は、前項の期間（以下この

項において「約定期間」という。）の日数から差し引くも

のとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の

日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の

日数を超えた日において満了したものとみなす。 

（消費税等率変動に伴う契約代金額の変更） 

第29条の２ 消費税法（昭和63年法律第108号）等の改正等

によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手

続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額と

する。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税

等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱い

に従うものとする。                     

（完了検査前の使用）                           

第30条 委託者は、第28条第２項の規定による検査前におい

ても、契約の履行の目的物の全部又は一部を受託者の承諾

を得て使用することができる。                         

２ 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良

な管理者の注意をもって使用しなければならない。         

３ 委託者は、第１項の規定による使用により受託者に損害

を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。      

（前金払）                                  

第31条 受託者は、別に定めるところにより、前払金の支払

を委託者に請求することができる。                      

（部分払及び部分検査）                         

第32条 受託者は、契約の履行の全部の完了前に、履行済部

分に相応する契約代金額について、次項以下に定めるとこ

ろにより、委託者に対して、部分払を請求することができ

る。    

２ 部分払の回数及び時期は、あらかじめ委託者の指定する

ところによる。                                 

３ 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじ

め、当該請求に係る契約の履行の完了部分の確認を委託者

に請求しなければならない。                           

４ 委託者は、前項の規定による確認の請求があったときは、

当該請求を受けた日から起算して10日以内に、受託者の立

会いの上、設計図書に定めるところにより、当該確認をす

るための検査を行わなければならない。この場合において、

検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、

委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分につ

いては、委託者が負担しなければならない。                       

５ 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に

合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託

者の検査を受けなければならない。この場合においては、

必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前

２項の規定を適用する。                              

６ 受託者は、第４項の規定による検査に合格したときは、

委託者に部分払を請求することができる。この場合におい

て、委託者は、当該請求があった日から起算して30日以内

に部分払金を支払わなければならない。                       

（部分払金の不払に対する契約の履行の中止）           

第33条  受託者は、委託者が前条の規定に基づく支払を遅延

し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわら

ず支払をしないときは、契約の履行の全部又は一部の履行

を一時中止することができる。この場合においては、受託

者は、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。              

２ 委託者は、前項の規定により受託者が契約の履行を中止

した場合において、必要があると認められるときは履行期

間若しくは契約代金額を変更し、又は受託者が契約の履行

の続行に備え履行場所を維持し若しくは従事者、機械器具

等を保持するための費用その他の契約の履行の一時中止に

伴う増加費用を必要とし若しくは受託者に損害を及ぼした

ときは必要な費用を負担しなければならない。                     

（契約不適合責任）                              

第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数
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量に関して契約の内容に適合しないもの（以下、「契約不

適合」という。） であるときは、受託者に対して当該契約

不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求め

ることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を

要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることが

できない。 

２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負

担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と

異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて

履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない

ときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減

額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金

の減額を請求することができる。 

 (1) 履行の追完が不能であるとき。 

 (2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示し

たとき。 

(3) 契約の履行の目的物の性質又は当事者の意思表示に

より、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契

約をした目的を達することができない場合において、受

託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定

による催告をしても履行の追完を受ける見込みがない

ことが明らかであるとき。                                  

（委託者の催告による解除権）                               

第35条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期

間内に履行がないときは、この契約を解除することができ

る。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履

行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りではない。                

 (1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎ

ても着手しないとき。                        

 (2) 履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は

履行期間経過後相当の期間内に契約の履行の全部を完了

する見込みが明らかにないと認められるとき。                        

 (3) 第９条に規定する現場責任者を設置しなかったとき。 

 (4) 正当な理由なく、第34条第１項の履行の追完がなされ

ないとき又は同条第３項に規定する代金の減額がなされ

ないとき。 

 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（委託者の催告によらない解除権） 

第36条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。 

(1) 第４条の規定に違反し、この契約により生ずる権利又

は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はそ

の権利を担保に供したとき。 

(2) この契約の履行の全部を完了させることができないこと

が明らかであるとき。 

(3) 受託者がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を

明確に表示したとき。 

(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者

がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示

した場合において、残存する部分のみでは契約をした

目的を達することができないとき。 

(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の

日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目

的を達することができない場合において、受託者が履

行をしないでその時期を経過したとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行を

せず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を

達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明

らかであるとき。 

(7) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は

認可等を失ったとき。 

(8) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる

相当の理由があるとき。 

(9) 第39条又は第40条の規定によらないで契約の解除を申し

出たとき。 

(10) 受託者が第44条の２第１項各号のいずれかに該当した

とき。 

第36条の２ 委託者は、神奈川県警察本部長からの通知又

は回答により、受託者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、この契約を解除することができる。 

(1) 横浜市暴力団排除条例（平成23年12月横浜市条例第

51号。以下、本条において、「条例」という。）第２条

第２号に規定する暴力団（以下、「暴力団」という。）、

条例第２条第４号に規定する暴力団員等（以下、「暴力

団員等」という。）、条例第２条第５号に規定する暴力

団経営支配法人等又は条例第７条に規定する暴力団員

等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。 

(2) 神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第

75号）第23条第１項又は第２項に違反している事実が

あるとき。 

(3) 受託者が、この契約に関して、下請負契約又は資材、

原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方

が第１号又は第２号のいずれかに該当することを知り

ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

(4) 受託者が、この契約に関して、第１号又は第２号の

いずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料

の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（第

３号に該当する場合を除く。）に、委託者が受託者に対

して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなか

ったとき。 

(5) 受託者が、この契約に関して、第１号又は第２号の

いずれかに該当する者に契約代金債権を譲渡したとき。 

２ 受託者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定は
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その構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用

する。 

３ 第１項の規定により、委託者が契約を解除した場合に

おいては、受託者は、契約代金額の10分の１に相当する

額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。ただし、地方自治法第234条の３に基づく

長期継続契約においては、この条における契約代金額を、

契約代金の総額と読み替える。 

４ 前項の場合において、受託者が共同企業体であるとき

は、構成員は、連帯して委託者に支払わなければならな

い。 

（委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第37条 第35条又は第36条各号に定める場合が委託者の責

めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、

前２条の規定による解除をすることができない。 

（委託者の任意解除権） 

第38条 委託者は、契約の履行が完了しない間は、第35条、

第36条及び第36条の２に規定する場合のほか、必要がある

ときは、この契約を解除することができる。                           

（受託者の催告による解除権）                               

第39条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相

当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行

がないときは、この契約を解除することができる。ただし、

その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約

及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この

限りではない。   

（受託者の催告によらない解除権）       

第40条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

直ちにこの契約を解除することができる。 

 (1) 第15条の規定により設計図書を変更したため契約代金

額が３分の２以上増減（消費税等率の変動に伴う金額の

増減は含まない。）したとき。                

 (2) 第17条の規定によるこの契約の履行の中止が履行期間

の10分の５（履行期間の10分の５が６月を超えるときは、

６月）を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部

のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行

が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除さ

れないとき。                            

 (3) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契

約の履行が不可能となったとき。 

２ 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に

おいて、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請

求することができる。             

（受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）  

第41条 第39条又は第40条各号に定める場合が受託者の責め

に帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二

条の規定による解除をすることができない。   

 （合意解除） 

第42条 委託者は、必要があると認めるときは、第35条から

前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、 

契約の全部又は一部を解除することができる。                            

（解除に伴う措置）                            

第43条 委託者は、第35条、第36条、第36条の２、第39条、

第40条又は第42条の規定によりこの契約が解除された場合

においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査

に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなけ

ればならない。この場合において、検査に直接要する費用

は、受託者の負担とする。                         

２ 前項の場合において、第31条の規定による前金払があっ

たときは、当該前払金の額（第32条の規定による部分払を

しているときは、その部分払において償却した前払金の額

を控除した額）を前項の契約の履行の完了部分に相応する

契約代金額から控除する。この場合において、受託者は、

支払済みの前払金になお余剰があるときは、次の各号に定

めるところにより、その余剰金を委託者に返還しなければ

ならない。                                       

(1) 解除が第35条、第    当該余剰金に、前払金の支  

 36条又は第36条の２   払の日から返還の日までの日 

の規定に基づくとき。  数に応じ、契約日における、 

 政府契約の支払遅延防止等に

関する法律（昭和 24 年法律第

256 号）第８条第１項の規定に

基づき財務大臣が決定する率

を乗じて計算した額（計算し

て求めた額の全額が 100 円未

満であるときは全額を、100 円

未満の端数があるときはその

端数を切り捨てるものとす

る。）の利息を付した額       

 (2) 解除が第38条、第    当該余剰額  

39条、第40条又は第 

42条の規定に基づく 

とき。    

３ 受託者は、この契約が解除になった場合において、支給

材料があるときは、第１項の契約の履行の完了部分の検査

に合格した部分に使用されているものを除き、委託者に返

還しなければならない。この場合において、当該支給材料

が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損した

とき、その返還が不可能となったとき、又は契約の履行の

完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されていると

きは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返

還に代えてその損害を賠償しなければならない。                

４ 受託者は、この契約が解除になった場合において、貸与

品があるときは、当該貸与品を委託者に返還しなければな

らない。この場合において、当該貸与品が受託者の故意又

は過失により滅失し、若しくはき損したとき、又はその返

還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に

復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなけれ
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ばならない。 

５ 受託者は、この契約が解除になった場合において、履行

場所に受託者が所有し、又は管理する材料、機械器具その

他の物件（下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件

及び前２項の材料又は貸与品のうち委託者に返還しないも

のを含む。）があるときは、受託者は、当該物件を撤去す

るとともに、当該履行場所を修復し、取り片付けて、委託

者に明け渡さなければならない。                                 

６ 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の

期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若し

くは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わ

って当該物件を処分し、履行場所等の修復若しくは取片付

けを行うことができる。この場合においては、受託者は、

委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申

し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しく

は取片付けに要した費用を負担しなければならない。                      

７ 第３項前段又は第４項前段の規定により受託者が支給材

料又は貸与品を返還する場合の期限、方法等については、

次の各号に定めるところによる。                     

 (1) 解除が第35条、第     委託者が定める。 

第36条又は第36条の 

２の規定に基づくと 

き。 

 (2) 解除が第38条、第      受託者が委託者の意見を聴 

  39条、第40条又は第    いて定める。 

  42条の規定に基づく 

とき。 

８ 第３項後段、第４項後段及び第５項の規定により受託者

が執るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託

者の意見を聴いて定めるものとする。 

（委託者の損害賠償請求等） 

第44条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する

場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することが

できる。 

 (1) 受託者の責めに帰すべき理由により履行期間内に契約

の履行の全部を完了することができないとき 

 (2) この契約の履行の目的物に契約不適合があるとき 

(3) 第35条又は第36条の規定により、この契約が解除され

たとき。 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行

をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 

２ 前項第１号の損害金の額は、契約代金額に、遅延日数に

応じ、この契約の締結時における国の債権の管理等に関す

る法律施行令 （昭和31年政令第337号）第29条第１項に規

定する財務大臣が定める率（年当たりの割合は、閏(じゅ

ん)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。）

で計算した額を乗じて計算した額（計算して求めた額の全

額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があ

るときはその端数を切り捨てるものとする。）とする。こ

の場合において、委託者が認めた履行済部分に相応する契

約代金額は控除するものとする。ただし、全部の履行がな

されなければ契約の目的が達せられないときは、この限り

でない。なお、遅延日数は、委託者の責めに帰すべき理由

による日数を控除したものとする。また、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第234条の３に基づく長期継続契約に

おいては、この条における契約代金額を、履行期間の始期

から履行期間の満了までの契約代金の総額（以下｢契約代

金の総額｣という。）と読み替える。 

３ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者

は、第１項の損害賠償に代えて、契約代金額の10分の１に

相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払

わなければならない。ただし、地方自治法第234条の３に

基づく長期継続契約においては、この条における契約代金

額を、契約代金の総額と読み替える。  

  (1) 第35条又は第36条の規定により契約の履行の全部の完

了前に契約が解除された場合 

  (2) 契約の履行の全部の完了前に、受託者がその債務の履

行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって

受託者の債務について履行不能となった場合 

４ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項

第２号に該当する場合とみなす。 

  (1) 受託者について破産法（平成16年法律第75号）の規定

による破産手続開始の決定があった場合において、同法の

規定により選任された破産管財人 

  (2) 受託者について会社更生法（平成14年法律第154号）

の規定による更生手続開始の決定があった場合において、

同法の規定により選任された管財人 

  (3) 受託者について民事再生法（平成11年法律第225号）

の規定による再生手続開始の決定があった場合において、

同法の規定により選任された再生債務者等 

５ 第１項及び第３項各号に定める場合（第４項の規定によ

り同項各号が第３項第２号に該当する場合とみなされる場

合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして

受託者の責めに帰することができない事由によるものであ

るときは、第１項及び第３項各号の規定は適用しない。 

（談合等不正行為に対する措置） 

第44条の２ 受託者は、この契約に関して、次の各号のいず

れかに該当するときは、該当した時点における契約代金額

の10分の２に相当する額を損害賠償金として委託者の指定

する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治

法第234条の３に基づく長期継続契約においては、この条

における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。 

(1) 受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以

下「独占禁止法」という。）第２条第２項の事業者団体（

以下「受託者等」という。）が、この契約について独占禁

止法第３条又は第８条第１号の規定に違反したとして、受

託者等に対する独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規
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定に基づく排除措置命令（以下「排除措置命令」という。

）又は独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の

３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金

の納付命令（以下「納付命令」という。）が確定したとき

（確定した納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定によ

り取り消されたときを含む。）。 

(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納

付命令（独占禁止法第63条第２項の規定により取り消され

たものを含む。次号において同じ。）により、受託者等が、

この契約について独占禁止法第３条又は第８条第１号の規

定に違反する行為があったとされたとき。 

(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、受託者等に

独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為

があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分

野が示された場合（この契約が示された場合を除く。）に

おいて、当該期間にこの契約の入札（見積書の提出を含む。

）が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野

に該当するものであるとき。 

(4) 受託者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。

）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の６又は独占禁止

法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定する刑

が確定したとき。 

２ 前項の規定は、この契約による業務が完了した後におい

ても同様とする。 

３ 第１項に規定する場合において、受託者が共同企業体で

あり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表

者であった者又は構成員であった者に賠償金を請求するこ

とができる。この場合において、受託者の代表者であった

者及び構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わ

なければならない。 

（受託者の損害賠償請求等） 

第45条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する

場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することが

できる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取

引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することがで

きない事由によるものであるときは、この限りでない。 

(1) 第38条、第39条又は第40条の規定によりこの契約が解除

されたとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をし

ないとき又は債務の履行が不能であるとき。 

２ 委託者の責めに帰すべき理由により、第29条又は第32条

の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受

託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日にお

ける、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年

法律第256号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決

定する率を乗じて計算した額（計算して求めた額の全額が 

100円未満であるときは全額を、 100円未満の端数がある

ときはその端数を切り捨てるものとする。）の遅延利息の

支払を委託者に請求することができる。 

（契約不適合責任期間） 

第46条 受託者が契約の履行の目的物に関して契約の内容に

適合しない目的物を委託者に引き渡した場合において、委

託者がその不適合を知った時から１年以内にその旨を受託

者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由とし

て、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請

求又は契約の解除をすることができない。ただし、受託者

が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によっ

て知らなかったときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、委託者の権利の行使ができる

期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕

様書等の定めるところによる。 

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求す

る損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、委

託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行

う。 

４ 委託者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る

請求等が可能な期間（以下、この項「契約不適合期間」と

いう。）の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知

した場合において、委託者が通知から１年が経過する日ま

でに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合期間

の内に請求等をしたものとみなす。 

５ 委託者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、

当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時

効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等を

することができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失

により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に

関する受託者の責任については、民法の定めるところによ

る。 

７ 第１項の規定は、契約の履行の目的物の契約不適合が支

給材料の性質又は委託者の指示により生じたものであると

きは、委託者は契約不適合を理由として、請求等をするこ

とができない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適

当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、

この限りでない。 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第47条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力

団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に

報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な

協力をしなければならない。 

２ 受託者は、前項の不当介入を受けたことにより、履行期

間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間

に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期

間に遅れが生じると認められたときは、第18条の規定によ

り、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。 

３ 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員

等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を

直ちに委託者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄
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の警察署に提出しなければならない。 

４ 受託者は、前項の被害により履行期間に遅れが生じるお

それがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わ

なければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると

認められたときは、第18条の規定により、委託者に履行期

間延長の請求を行うものとする。                        

（相殺）                                    

第48条 委託者は、この契約に基づいて委託者が負う債務を

この契約又は他の契約に基づいて受託者が負う債務と相殺

することができる。 

（概算契約） 

第49条 この契約書に概算契約である旨の記載がある契約（

以下この条において「概算契約」という。）にあっては、

設計図書記載の数量及び契約書記載の契約代金額は概算で

あり、増減することがある。この場合にあっては、本市が

支払う金額は、履行期間内の実際の履行数量に契約書又は

内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費

税相当額を加算した額とする。 

２ 概算契約においては、第44条中「契約代金額」は「履行

期間内の実際の履行数量に契約書又は内訳書に記載した単

価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した

額」と読み替える。 

（補則） 

第50条 この約款に定めのない事項については、横浜市契約

規則（昭和39年３月横浜市規則第59号)(水道事業管理者の

権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程（平

成20年３月水道局規程第７号）第２条の規定により読み替

えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限

に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程（平成20

年３月交通局規程第11号）第２条の規定により読み替えて

準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。）の

定めるところによるほか、必要に応じて、委託者と受託者

とが協議して定める。                                    

 

 



電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項 

 

（情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 この特記事項（以下「特記事項」という。）は、委託契約約款

（以下「約款」という。）の特記条項として、電子計算機処理等（開発、

運用、保守及びデータ処理等をいう。）の委託契約に関する横浜市(以

下「委託者」という。)が保有する情報（非開示情報（横浜市の保有する

情報の公開に関する条例（平成12年２月横浜市条例第１号）第７条第

２項に規定する非開示情報をいう。以下同じ。）及び非開示情報以外

の情報をいう。以下同じ。）の取扱いについて、必要な事項を定めるも

のである。 

２ 情報を電子計算機処理等により取り扱う者（以下「受託者」という。）

は、情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務を遂行するた

めの情報の取扱いにあたっては、委託者の業務に支障が生じることの

ないよう、情報を適正に取り扱わなければならない。 

（適正な管理） 

第２条 受託者は、この契約による業務に係る情報の漏えい、滅失、き

損及び改ざんの防止その他の情報の適正な管理のために必要な措

置を講じなければならない。 

２ 受託者は情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、情報の

適正な管理を実施する者として管理責任者を選定し、委託者に通知し

なければならない。 

３ 受託者は、第１項の目的を達成するため、電子計算機を設置する場

所、情報を保管する場所その他の情報を取り扱う場所（以下「作業場

所」という。）において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対

策を講じなければならない。 

４ 受託者は、委託業務に着手する前に前２項に定める安全対策及び

管理責任体制について委託者に報告しなければならない。 

５ 受託者は、第２項及び第３項に定める受託者の安全対策及び管理

責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、こ

れらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費

が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協

議して決定する。 

（従事者の監督） 

第３条 受託者は、この契約による業務に従事している者（以下「従事

者」という。）に対し、この契約による業務に関して知り得た非開示情報

をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう、必要か

つ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除

された後においても同様とする。 

（収集の制限） 

第４条 受託者は、この契約による業務を遂行するために情報を収集す

るときは、当該業務を遂行するために必要な範囲内で、適正かつ公

正な手段により収集しなければならない。 

（目的外利用の禁止等） 

第５条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除

き、この契約による業務に係る情報を、当該業務を遂行する目的以外

の目的で利用してはならない。 

（複写、複製の禁止） 

第６条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除

き、この契約による業務を遂行するに当たって委託者から提供された、

非開示情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記

録（以下、「非開示資料等」という。）を複写し、又は複製してはならな

い。ただし、契約による業務を効率的に処理するため受託者の管理下

において使用する場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の場合は、受託者は、複写又は複製した資料の名称、

数量、その他委託者が指定する項目について、速やかに委託者に報

告しなければならない。 

（作業場所の外への持出禁止） 

第７条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除

き、この契約による業務を遂行するために委託者から貸与され、又は

受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料等を作業場所

の外へ持ち出してはならない。 

（再委託の禁止等） 

第８条 受託者は、この契約による業務を遂行するために得た非開示情

報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、

あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受託者は、前項ただし書の規定により非開示情報を取り扱う業務を

再委託する場合は、当該再委託を受けた者（以下「再受託者」という。）

の当該業務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負

うとともに、第１条第２項に定める基本的な情報の取扱いを再受託者に

対して課し、あわせて第２条の規定を再受託者に遵守させるために必

要な措置を講じなければならない。 

３ 受託者は、前項の再委託を行う場合は、受託者及び再受託者が特

記事項を遵守するために必要な事項及び委託者が指示する事項を再

受託者と約定しなければならない。 

４ 受託者は、再受託者に対し、当該再委託による業務を遂行するため

に得た非開示情報を更なる委託等により第三者に取り扱わせることを

禁止し、その旨を再受託者と約定しなければならない。 

（非開示資料等の返還） 

第９条 受託者は、この契約による業務を遂行するために委託者から貸

与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料

等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該

方法によるものとする。 

２ 前項ただし書の場合において、委託者が当該非開示資料等の廃棄

を指示した場合、廃棄方法は焼却、シュレッダー等による裁断、復元

困難な消去等当該情報が第三者の利用に供されることのない方法に

よらなければならない。 

３ 第１項の場合において、受託者が正当な理由なく指定された期限内

に情報を返還せず、又は廃棄しないときは、委託者は、受託者に代わ

って当該情報を回収し、又は廃棄することができる。この場合におい

て、受託者は、委託者の回収又は廃棄について異議を申し出ることが

できず、委託者の回収又は廃棄に要した費用を負担しなければならな

い。 

（報告及び検査） 

第10条 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、受託者に対

して、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、報告を

求めることができる。 

２ 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、情報の管理の状

況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査するこ

とができる。 

３ 前２項の場合において、報告又は検査に直接必要な費用は、受託

者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用

を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。 

（事故発生時等における報告） 

第11条 受託者は、委託者の提供した情報並びに受託者及び再受託

者がこの契約による業務のために収集した情報について、火災その他

の災害、盗難、漏えい、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによる被

害、不正な利用、不正アクセス等の事故が生じたとき、又は生ずるおそ

れがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示

に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同

様とする。 

（引渡し） 

第12条 受託者は、約款第28条第２項の規定による検査（以下「検査」と

いう。）に合格したときは、直ちに、契約の履行の目的物を納品書を添

えて委託者の指定する場所に納入するものとし、納入が完了した時を

もって契約の履行の目的物の引渡しを完了したものとする。 

（契約の解除及び損害の賠償） 

第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及

び損害賠償の請求をすることができる。 

(1) この契約による業務を遂行するために受託者又は再受託者が取り

扱う非開示情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理

由による漏えい、滅失、き損及び改ざんがあったとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、この契約による業

務の目的を達成することができないと認められるとき。 

２ 委託者は、受託者が特記事項前条の規定による検査に不合格となっ

たときは、この契約を解除することができる。 

（著作権等の取扱い） 

第14条 この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いについ

ては、約款第５条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによ

る。 

(1) 受託者は、著作権法（昭和45年法律第48号）第21条（複製権）、第

26条の３（貸与権）、第27条（翻訳権、翻案権等）及び第28条（第二

次著作物の利用に関する原著作者の権利）に規定する権利を、目

的物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。 

(2) 委託者は、著作権法第20条（同一性保持権）第２項第３号又は第４

号に該当しない場合においても、その使用のために、この契約によ

り作成される目的物を改変し、任意の著作者名で任意に公表できる

ものとする。 

(3) 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作権

法第18条（公表権）及び第19条（氏名表示権）を行使することができ

ないものとする。 

(4) 受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作

権は、受託者に留保されるものとする。この場合において、受託者

は、委託者に対し、当該著作物について、委託者が契約の履行の

目的物を使用するために必要な範囲で、著作権法に基づく利用を

無償で許諾するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、著作物の利用について設計図書で別段

の定めをした場合には、その図書の定めに従うものとする。 

３ 受託者は、この契約によるすべての成果物が、第三者の著作権、特

許権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。ただ

し、委託者の責に帰すべき事由を起因として権利侵害となる場合は、

この限りではない。 

 



個人情報取扱特記事項 

 

（平成27年10月） 

 

 （個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 横浜市（以下「委託者」という。）がこの契約において個人情報（特定個人情報を含む。

以下同じ。）を取り扱わせる者（以下「受託者」という。）は、個人情報の保護の重要性を認

識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情

報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等（特定個人情報を取り扱わせる

者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及

び横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に

関する条例を含む。以下同じ。）を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人

情報を適正に取り扱わなければならない。 

 （適正な管理） 

第２条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防

止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 受託者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、委

託者に通知しなければならない。 

３ 受託者は、第１項の目的を達成するため、個人情報を取り扱う場所及び個人情報を保管す

る場所（以下「作業場所」という。）において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対

策を講じなければならない。 

４ 受託者は、委託業務に着手する前に前２項に定める安全対策及び管理責任体制について委

託者に報告しなければならない。 

５ 受託者は、第２項及び第３項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者

が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、

措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協

議して決定する。 

 （従事者の監督） 

第３条 受託者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務

に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要

かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても

同様とする。 

 （収集の制限） 

第４条 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事

務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 

 （目的外利用の禁止等） 

第５条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人

情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。 

 （複写、複製の禁止） 

第６条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事

務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、

フィルム及び電磁的記録（以下「資料等」という。）を複写し、又は複製してはならない。た

だし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りでは

ない。 

（作業場所の外への持出禁止） 

第７条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事

務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した

個人情報が記録された資料等（複写及び複製したものを含む。）について、作業場所の外へ持



ち出してはならない。 

（再委託の禁止等） 

第８条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、

第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場

合はこの限りではない。 

２ 受託者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者（以下「再受託

者」という。）に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、委託者

に対しすべての責任を負うものとする。 

３ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、受

託者及び再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに委託者が指示する事項につ

いて、再受託者と約定しなければならない。 

４ 受託者は、前項の約定において、委託者の提供した個人情報並びに受託者及び再受託者が

この契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせるこ

とを例外なく禁止しなければならない。 

 （資料等の返還） 

第９条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が

収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又

は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指

示したときは、当該方法によるものとする。 

 （報告及び検査） 

第10条 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に

対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 

２ 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、情報の管理の

状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。 

３ 前２項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担と

する。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者が

これを負担しなければならない。 

 （事故発生時等における報告） 

第11条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるお

それがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （研修の実施及び誓約書の提出） 

第12条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに

従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等

に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約

書（様式１）及び研修実施報告書（様式２）を横浜市長に提出しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再

受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書（様式１）及び

研修実施報告書（様式２）を受託者に提出させなければならない。 

３ 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書（様

式１）及び研修実施報告書（様式２）を横浜市長に提出しなければならない。 

 （契約の解除及び損害の賠償） 

第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をす

ることができる。 

 (1) この契約による事務を処理するために受託者又は再受託者が取り扱う個人情報について、

受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。 

 (2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成す

ることができないと認められるとき。 



（様式１） 

個人情報保護に関する誓約書 

（提出先） 

横浜市長  

 

 横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報を取り扱う場合に遵守すべ

き事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づ

く罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。 

 横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱

特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。 

 

研修受講日 所    属 担 当 業 務 
氏    名 

（自署又は記名押印） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（Ａ４）  

 



（様式２）  

（Ａ４） 

 

 年 月 日 

（提出先） 

横浜市長  

（提出者） 

団体名  

責任者職氏名  

 

研修実施報告書 

 

横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定に

従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対

し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市

個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関す

る法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての

研修を実施しましたので、別紙個人情報保護に関する誓約書

（様式１）（全  枚）のとおり提出いたします。 

引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきま

す。 
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